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一
三
三

は
じ
め
に

　

本
資
料
は
福
岡
藩
に
お
け
る
浄
土
真
宗
西
派
の
触
頭
を
務
め
た
博
多
萬
行
寺

に
伝
来
し
た
資
料
で
あ
る
。
今
回
は
「
寺
要
録　

第
（
１
）
弐
」
の
翻
刻
を
掲
載
す
る
。

「
寺
要
録
」
は
香
典
な
ど
の
反
古
紙
を
使
用
し
て
、
竪
帳
形
式
で
調
製
さ
れ
た
草

稿
で
あ
る
。
全
九
九
丁
。
法
量
は
二
四
・
九
×
一
七
・
七
。
作
成
年
代
は
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）
三
月
、
作
成
者
は
萬
行
寺
第
十
八
世
住
職
の
龍
城
で
あ
る
。
作
成

者
お
よ
び
、「
寺
要
録
」の
概
要
に
つ
い
て
は
、拙
稿「
博
多
萬
行
寺
所
蔵「
寺
要
録
」

翻
（
２
）

刻
」
で
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

一
、
町
の
宗
旨
改
関
係
史
料

福
岡
藩
に
お
け
る
町
の
宗
旨
改
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
史
料
は
多
く
な
い
。
博
多
に
お
け
る
宗
旨
改
の
方
法
は
、
博
多
の
最

後
の
年
行
司
で
あ
る
山
崎
藤
四
郎
が
記
し
た
『
石
城
遺
（
３
）

聞
』
の
記
載
か
ら
、
簡
単

で
は
あ
る
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
挙
げ
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
（
適

宜
読
点
を
補
っ
た
）。

　
　
　
　
　

宗
旨
改
之
事

切
支
丹
宗
門
改
は
春
秋
両
度
有
之
、
一
町
毎
に
宗
旨
改
帳
及
ひ
誓
紙
起
請
文

を
調
製
し
、
例
年
三
月
中
年
寄
よ
り
其
町
内
人
別
十
一
歳
以
上
の
誓
紙
血
判

を
見
届
け
、
大
判
〈
例
年
五
月
判
形
見
届
と
し
て
宗
旨
奉
行
出
方
す
、
之
を

大
判
と
云
ふ
、
場
所
は
毎
年
萬
行
寺
に
設
く
〉
の
節
一
町
内
の
宗
旨
改
帳
及

び
誓
紙
起
請
文
を
持
出
し
、
宗
旨
奉
行
の
面
前
に
て
自
身
血
判
捺
印
す
、
當

日
格
式
は
自
家
の
宗
旨
改
帳
及
び
其
家
族
の
誓
紙
血
判
を
持
出
し
、
奉
行
面

前
に
て
町
々
年
寄
に
先
立
ち
血
判
捺
印
す
…
（
以
下
省
略
）

　

博
多
で
は
、
毎
年
春
秋
の
二
度
宗
旨
改
が
行
わ
れ
、
一
町
ご
と
に
宗
旨
改
帳
と

誓
紙
が
作
成
さ
れ
、
三
月
中
に
年
寄
が
町
内
の
十
一
歳
以
上
の
も
の
の
誓
紙
へ
の

血
判
を
見
届
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。宗
旨
奉
行
に
よ
る
判
形
の
見
届
け
は「
大

判
」
と
呼
ば
れ
、
見
届
け
の
場
所
は
萬
行
寺
に
設
定
さ
れ
（
４
）
た
。
大
判
で
は
、
一
町

内
の
宗
旨
改
帳
と
誓
紙
を
用
意
し
て
、
宗
旨
奉
行
の
面
前
で
年
寄
が
血
判
・
捺
印

を
行
う
。「
格
式
」
を
有
す
る
町
人
は
、
町
の
宗
旨
改
帳
と
は
別
に
、
自
身
の
家

の
宗
旨
改
帳
と
誓
紙
を
作
成
し
、
町
々
よ
り
も
前
に
血
判
捺
印
を
行
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
格
式
町
人
が
町
並
判
形
か
ら
除
か
れ
る
の
は
、宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）

か
ら
で
あ
る
た
（
５
）
め
、『
石
城
遺
聞
』
の
記
載
は
、
少
な
く
と
も
宝
暦
四
年
以
降
の

博
多
萬
行
寺
所
蔵
「
寺
要
録
」
翻
刻
（
二
）

八　

嶋　

義　

之



一
三
四

宗
旨
改
の
方
法
を
記
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

そ
の
他
、
具
体
的
な
方
法
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）

二
月
に
出
さ
れ
た
全
二
十
四
ヵ
条
か
ら
成
る
「
福
岡
・
博
多
ニ
毎
年
申
渡
條
（
６
）

目
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
概
略
を
述
べ
る
と
、
宗
旨
改
の
実
施
時
期
、
宗
旨
改
帳
・
誓
紙

の
作
成
手
順
、
改
宗
の
手
続
き
、
内
証
判
の
者
の
処
理
、
奉
公
人
や
山
伏
・
社
人
、

神
職
の
宗
旨
改
、
入
人
・
帰
参
人
や
未
進
判
者
の
処
理
、
人
払
帳
の
作
成
、
結
縁

の
手
続
き
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
行
わ
れ
る
宗
旨
改
を
不
備
の
な
い
形
で

完
遂
す
る
た
め
の
重
要
な
規
定
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
題
に
「
福
岡
・

博
多
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
岡
と
博
多
に
お
け
る
宗
旨
改
に
お
い
て
、
そ
の
実

施
に
は
違
い
が
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　

こ
の
条
目
は
、
毎
年
津
中
の
年
寄
へ
の
読
み
聞
か
せ
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
覚
え
ら
れ
ず
、
効
果
が
薄
か
っ
た
た
め
に
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）

以
降
は
一
町
別
に
写
し
が
作
成
さ
れ
て
い
（
７
）

る
。

　

他
に
宗
旨
改
の
方
法
を
ま
と
め
て
記
し
た
史
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
ず
、

『
博
多
津
要
録
』、『
礒
野
五
兵
衛
覚
書
』、『
加
瀬
家
記
録
』
な
ど
の
記
録
類
で
、

断
片
的
な
記
述
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
（
８
）
る
。

二
、「
寺
要
録
　
第
弐
」
の
記
載
内
容

　
「
寺
要
録　

第
弐
」
は
、
表
紙
に
「
春
秋
大
判
一
件
」
と
あ
る
よ
う
に
、
全
編

に
わ
た
っ
て
博
多
に
お
け
る
宗
旨
改
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
丁

か
ら
四
丁
に
か
け
て
「
大
判
一
件
之
事
」
と
し
て
、目
次
が
「
一
」
か
ら
「
五
十
」

ま
で
記
載
さ
れ
る
。
た
だ
し
、こ
の
目
次
と
本
文
の
記
載
の
順
番
は
一
致
し
な
い
。

「
此
分
格
ハ
格
、
席
ハ
席
、
年
行
司
ハ
年
行
司
、
酒
飯
は
酒
飯
ト
分
ル
よ
し
」
と

の
記
載
が
あ
り
、
各
項
目
も
「
座
列
」「
相
伴
之
事
」「
寄
進
」
な
ど
の
内
容
が
ま

と
ま
ら
ず
に
散
在
し
て
お
り
、順
番
に
関
し
て
も
目
次
の
番
号
の
上
に
、更
に「
一
」

か
ら
「
六
」
と
記
さ
れ
る
項
目
が
あ
る
よ
う
に
、
将
来
的
な
整
理
を
視
野
に
い
れ

な
が
ら
も
、
未
整
理
の
ま
ま
で
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

内
容
は
、
①
誓
紙
へ
の
血
判
や
宗
旨
改
帳
へ
の
奥
判
を
行
う
改
場
の
こ
と
、
②

改
め
場
で
の
各
間
の
使
い
方
、
具
体
的
に
は
宗
旨
奉
行
以
下
の
席
次
、
③
宗
旨
奉

行
や
附
衆
に
対
す
る
饗
応
と
相
伴
の
こ
と
、
④
宗
旨
改
の
実
施
に
伴
う
諸
費
用
の

融
通
や
資
金
の
援
助
、の
四
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
～
④
の
内
容
は
、

①
、
つ
ま
り
萬
行
寺
が
改
場
と
な
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
以
下
、
記
載
を
基
に
少

し
改
場
の
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
年
に
萬
行
寺
に
お
い
て
血
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。
萬

行
寺
で
は
、
以
降
特
別
な
理
由
が
な
い
限
り
、
春
秋
の
改
場
は
萬
行
寺
に
決
定
し

た
と
の
認
識
を
示
し
て
お
り
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
博
多
津
中
か
ら
寺
社

奉
行
へ
宛
て
た
「
口
上
之
覚
」
で
も
、
改
場
決
定
の
時
期
を
「
正
徳
之
頃
」
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
三
月
十
六
日
付
け
の
書
状
に
は
、
萬
行
寺

が
血
判
所
に
推
さ
れ
た
の
は
年
行
司
か
ら
の
頼
み
で
、
そ
の
理
由
は
「
津
中
之
勝

手
ニ
も
能
御
座
候
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
十
間
四
面
」
の
本
堂
を
建
て

た
の
が
元
禄
五
年
（
一
六
八
八
）
と
の
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
い
本
堂
を
備

え
た
こ
と
が
改
場
固
定
の
契
機
と
な
っ
た
可
能
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
以
前
の
状
況
は
判
然
と
し
な
い
が
、
聖
福
寺
・
萬
行
寺
と
他
一
ヶ
寺
で
順

番
に
受
持
と
し
た
と
の
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
。
別
に
「
寛
文
三
年
宗
門
ヶ
条
相

定
り
、
諸
宗
共
ニ
血
判
致
候
事
ニ
相
成
候
事
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）
に
何
ら
か
の
法
令
が
発
布
さ
れ
、
血
判
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
ま
た
、
寺
格
録
を
典
拠
と
す
る
「
寛
永
年
中
ゟ
年
寄
・
組
頭
計
り
出
席

致
候
事
ニ
相
成
候
事
」
と
の
記
述
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
寛
文
期

以
前
の
福
岡
藩
に
お
け
る
宗
旨
改
の
実
施
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す



一
三
五

る
。

　

ま
た
、
従
来
血
判
と
奥
判
は
別
の
改
場
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
あ
り
、
萬
行
寺

に
お
い
て
血
判
・
奥
判
共
に
改
め
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
年
月
は
不
明
と
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
表
紙
の
記
述
か
ら
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
奥
判
が
妙
楽

寺
と
な
っ
て
お
り
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
と
四
年
に
は
血
判
・
奥
判
共
に
萬

行
寺
が
改
場
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
記
述
か
ら
は
血
判
・
奥
判
の
萬
行
寺
へ

の
固
定
は
、
少
な
く
と
も
宝
暦
三
年
以
降
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
寛
政
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
の
覚
書
に
よ
れ
ば
萬
行
寺
が
所
有
す
る

二
四
七
一
坪
の
内
一
六
三
三
坪
は
、
地
主
銀
の
上
納
が
課
せ
ら
れ
た
土
地
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
筆
す
べ
き
は
「
旧
年
ゟ
津
中
春
秋
両
度
宗
旨
判
行
御
改
メ

役
場
年
々
相
受
持
来
候
」
と
い
う
理
由
で
、「
頭
弐
文
切
」
と
い
う
形
で
、
地
主

銀
の
上
納
に
対
す
る
助
勢
が
博
多
津
中
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
同
年
に
は
別
口
で
茶
代
の
援
助
も
決
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
援
助
は
、
弘

化
三
年
の
「
口
上
之
覚
」
に
見
え
る
よ
う
に
、
博
多
津
中
に
よ
っ
て
萬
行
寺
が
宗

旨
改
の
際
の
改
場
と
し
て
の
役
割
を
望
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
博
多
に
お
け
る
改
場
は
順
次
萬
行
寺
へ
集
約
さ
れ
、
博
多
津
中
に

望
ま
れ
る
形
で
固
定
を
み
た
。
一
方
福
岡
に
お
い
て
は
、
萬
行
寺
と
同
じ
浄
土
真

宗
西
派
の
触
頭
で
あ
る
徳
栄
寺
が
、
萬
行
寺
同
様
の
金
銭
的
な
補
助
が
あ
れ
ば
、

毎
年
改
場
の
受
持
を
し
た
い
と
の
申
し
出
を
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
行
っ
た

が
、
出
財
が
な
か
っ
た
た
め
に
改
場
は
固
定
せ
ず
、
以
降
も
改
場
の
受
持
は
固
定

し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
福
岡
で
は
固
定
を
み
な
か
っ
た
改
場
が
、
博
多
に
お

い
て
は
津
中
に
望
ま
れ
る
形
で
順
次
萬
行
寺
へ
集
約
さ
れ
た
こ
と
は
、
萬
行
寺
が

博
多
に
と
っ
て
単
な
る
旦
那
寺
に
と
ど
ま
ら
な
い
特
別
な
寺
院
と
し
て
機
能
し
て

い
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

従
来
、
福
岡
藩
の
町
方
に
お
け
る
宗
旨
改
は
、『
石
城
遺
聞
』
の
簡
単
な
記
載

や
各
記
録
類
の
断
片
的
な
記
述
で
し
か
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、「
寺
要
録　

第
弐
」
で
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
血
判
・
奥
判
を
行
う
改

場
の
状
況
の
ほ
か
、
改
め
を
実
施
す
る
際
の
座
列
お
よ
び
一
連
の
動
き
、
宗
旨
奉

行
や
附
衆
に
対
す
る
饗
応
、
饗
応
に
際
し
て
の
年
寄
や
組
頭
、
寺
僧
の
相
伴
の
問

題
な
ど
が
う
か
が
え
、
こ
れ
ま
で
は
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
町
の
宗
旨
改
の
具

体
的
で
詳
細
な
部
分
を
追
う
こ
と
の
で
き
る
好
個
の
史
料
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、「
寺
要
録
」
は
草
稿
段
階
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
作
成
者
の
第
十
八

世
龍
城
自
身
も
別
史
料
で
の
確
認
や
検
討
が
必
要
と
の
認
識
を
示
す
部
分
が
多
く

見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
取
り
扱
い
に
は
慎
重
を
期
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

い
ま
だ
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
な
い
「
申
渡
条
目
」
な
ど
と
合
わ
せ
て
検
討
を
行

う
こ
と
で
、
福
岡
城
下
に
お
け
る
町
方
の
宗
旨
改
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
は
「
寺
要
録
」
の
第
二
巻
を
翻
刻
・
紹
介
し
た
。
残
す
と
こ
ろ
は
第
三
巻

の
み
で
あ
る
。
こ
れ
も
今
後
随
時
翻
刻
を
行
い
、
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）「
寺
要
録　

第
弐
」（
萬
行
寺
資
料
三
八
一
七
、
萬
行
寺
蔵
）

（
２
）
拙
稿
「
博
多
萬
行
寺
所
蔵
「
寺
要
録
」
翻
刻
」（『
人
間
文
化
研
究
所
年
報
』
第

三
十
号
、
筑
紫
女
学
園
大
学
人
間
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
九
年
）。
尚
、
萬
行
寺

の
由
緒
に
つ
い
て
は
、『
新
修 

福
岡
市
史 

資
料
編
近
世
３　

町
と
寺
社
』（
福

岡
市
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
の
「
青
柳
勝
次
殿
ヘ
出
ス
寺
記
草
稿
」「
御
尋
ニ
付
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由
緒
書
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
）
山
崎
藤
四
郎
編
『
増
補
再
版　

石
城
遺
聞　

全
』（
名
著
出
版
、
一
九
七
三
年
）。

省
略
部
に
は
、「
博
多
何
町
中
切
支
丹
宗
門
重
畳
御
改
被
成
候
に
付
起
請
文
書
上

申
候
事
」
と
し
て
秋
改
め
の
際
に
提
出
す
る
誓
紙
の
案
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
見
届
け
の
場
所
は
、
血
判
所
・
奥
判
所
と
分
か
れ
、
必
ず
し
も
萬
行
寺
に
限
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
拙
稿
「
福
岡
藩
に
お
け

る
宗
門
改
制
度
」（『
七
隈
史
学
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
八
年
）
参
照
。

（
５
）
秀
村
選
三
他
校
註
『
博
多
津
要
録
』
第
三
巻
（
一
〇
八
頁
、
西
日
本
文
化
協
会
、

一
九
七
八
年
）

（
６
）
木
本
文
書
一
八
三
「〔
宗
旨
御
改
〕」
所
収
（
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
）。
史
料
中
に
は
、
福
岡
藩
全
体
の
宗
旨
改
に
関
す
る
五
十
八
ヵ
条
か

ら
成
る
基
本
法
令
が
記
さ
れ
、
そ
れ
と
は
別
に
郡
町
や
寺
に
宛
て
た
条
目
、
貞

享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
福
岡
藩
で
ど
の
よ
う
に
宗
旨
改
を
実
施
し
て
い
る
か

を
幕
府
へ
報
告
し
た
「
宗
旨
御
改
之
次
第
」
な
ど
も
含
ま
れ
、
福
岡
藩
に
お
け

る
宗
旨
改
を
見
る
上
で
基
本
と
な
る
、
非
常
に
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
、

未
紹
介
で
あ
る
た
め
別
稿
を
期
し
て
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

（
７
）
秀
村
選
三
他
校
註
『
博
多
津
要
録
』
第
二
巻
（
四
一
四
頁
、
西
日
本
文
化
協
会
、

一
九
七
六
年
）

（
８
）
秀
村
選
三
他
校
註
『
博
多
津
要
録
』
第
一
～
三
巻
（
西
日
本
文
化
協
会
、

一
九
七
五
～
一
九
七
八
年
）、
秀
村
選
三
編
『
磯
野
五
兵
衛
覚
書　

近
世
博
多
年

代
記
』（
近
世
博
多
年
代
記
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
）、『
加
瀬
家
記
録
』（『
日
本

都
市
生
活
史
料
集
成
三　

城
下
町
篇
Ⅰ
』
所
収
、
学
習
研
究
社
、
一
九
七
五
年
）

　

末
筆
と
な
り
ま
し
た
が
、
資
料
の
調
査
・
研
究
に
あ
た
っ
て
、
萬
行
寺
の
住
職
・

副
住
職
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
得
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

【「
寺
要
録　

第
一
」
正
誤
表
】

　
「
寺
要
録　

第
一
」
の
翻
刻
に
お
き
ま
し
て
誤
り
や
注
記
の
抜
け
が
ご
ざ
い
ま

し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　

十
三
頁
上
段　
　

右
か
ら
３
行
目　

寺
主
銀　

→　

寺（
地
）主

銀

　

十
六
頁
下
段　
　

右
か
ら
１
行
目　

寛
政
四
年
未　

→　

寛
政（
延
）四

年
未

　

十
六
頁
下
段　
　

右
か
ら
５
行
目　

其
末
ノ
秋　

→　

其
未
ノ
秋

　

十
八
頁
下
段　
　

右
か
ら
９
行
目　

次
吉
も
掛
屋
敷
相
立
候
、
家
中
江　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→　

次
吉
も
掛
屋
敷
相
立
候
家
中
江

　

十
八
頁
下
段　
　

左
か
ら
８
行
目　

＊　

→　

答　

　

二
十
三
頁
上
段　

右
か
ら
３
行
目　

喜
右
衛
門
八　

→　

喜
右
衛
門
ハ

　

二
十
四
頁
上
段　

左
か
ら
３
行
目　

文
政
九
戊　

→　

文
政
九
戊（
戌
）　

【
凡
例
】

一
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
が
、
人
名
・
地
名
に
つ
い
て
は
原
史
料
で

正
字
の
使
用
が
明
ら
か
な
場
合
、
正
字
を
用
い
た
。

一
、
適
宜
、
読
点
「 

、」、
並
列
点
「
・
」、
校
訂
者
の
注
（　
　

）
を
付
し
た
。

一
、
繰
り
返
し
記
号
は
、
漢
字
は
「
々
」、
平
仮
名
は
「
ゝ
」、
片
仮
名
は
「
ヽ
」

を
用
い
た
。

一
、
虫
損
や
破
損
に
よ
る
欠
損
は
字
数
が
判
別
で
き
る
も
の
は
□
、
で
き
な
い
も

の
は

で
示
し
た
。

一
、
塗
抹
や
重
書
な
ど
に
よ
り
判
読
が
で
き
な
い
文
字
は
■
で
示
し
た
。
な
お
史

料
の
性
格
上
、
塗
抹
が
多
く
存
在
す
る
た
め
、
適
宜
見
せ
消
し
「
〻
」
を
付

し
た
り
、
多
量
な
場
合
は
「　
　

」
で
括
り
、（
以
下
塗
抹
）
な
ど
の
傍
注

を
付
し
た
。
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【
翻
刻
】「
寺
要
録　

第
弐
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「（
朱
筆
）

嘉
永
六
丑
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
八
世
龍
城
艸
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺 

要 

録　

 

第 

弐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「（
朱
筆
）

春
秋
大
判
一
件
」

「（
表
紙
上
書
）

　
　

改
所
宜
触
状
ニ
有
之

　

一
享
保
廿
一
年
三
月
廿
五
日
、
博
多
妙
楽
寺
、
福
岡
長
圓
寺

　
　

竹
中
久
左
衛
門
・
櫛
橋
佐
大
夫
出
座

　

一
同
年
八
月
廿
七
日
、
秋
改
―
万
行
寺

　

一
元
文
弐
年
三
月
廿
七
日
、
博
多
奥
判
承
天
寺
、
福
岡
ハ
廿
九
日
ニ
香
正
寺

　

一
同
年
秋
改
触
状
ニ
不
見

　

一
延〻〻
享
寛
保
三
年
亥
三
月
六〻
四
日
、
博
多
改
血奥
万
行
寺

　
　

六
日
福
岡
―
血
判
徳
栄
寺

奥
判
香
正
寺
―
藤
井
源
右
衛
門
・
佐
藤
三
右
衛
門
出
役

　
　

同
年
八
月
廿
六
日
、
秋
改
―
万
行
寺

　

一
延（マ
マ
・
寛
延
元
年
ヵ
）

享
五
年
辰
四
月
十
八
日
、
奥
判
―
万
行
寺

　
　

同
年
同
月
十
五
日
、
―
―
極
楽
寺

　

一
同
年
八
月
廿
九
日
、
秋
改
万
行
寺　
野
口
三
兵
衛

松
下
彦
右
衛
門

　

一
延（マ
マ
・
寛
延
二
年
ヵ
）

享
六
年
三
月
廿
七
日
、
奥
判
―
明
光
寺

　
　

廿
九
日
、
福
―
長

血
判
―
徳

　
　

廿
七
日
、
明
光
寺　
　
　
　
　

村
上
万
右
衛
門

　
　

〆　
　
　

血
判
―
万
行
寺

　

一
同
年
八
月
廿
九
日
、
秋
改
―
万
行
寺
―
四
宮
甚
大
夫

　
　

但
、
江
戸
到
来
ニ
付
延
引
ニ
相
成
事

　

一
同
年
十
月
二
日
ニ
秋
判
、
両
市
中
浄
念
寺
・
万
行
寺
ニ
て
両（マ
マ
）

市
中
一
同
ニ
改

　
　

〆
福
岡
先
ニ
相
改
被
申
也
―
四
宮
甚
大
夫

　

一
延
享
弐
丑
年
四
月
五
日
、
奥
判
妙
楽
寺
、
六
日
、
極
楽
寺
―
細
江
半
右
衛
門

　
　

〆

　
　

延
享
二
七
月
朔
日
触
候
、
松
下
彦
右
衛
門
計
り
、
細
江
ハ
隠
居
也
、
同
年
七

　
　

月
廿
七
日
ゟ
野
口
八
右
衛
門
奉
行
ト
ナ
ル
、
野
口
三
郎
兵
衛
殿

　

一
宝
暦
三
酉
二
月
二
日
、
奥
判
・
血
判
共
―
万
行
寺

　
　

三
日
―
奥
判　

長
―
血
判　

勝
―　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田後
中
源
右
衛
門

　

一
同
四
年
―
三
月
―
万
行
寺
―
福
岡
香
正
寺
―　

八前
田
仁
左
衛
門

　
　

宝
暦
七
三
月
六
日
寺
不　
レ

分

　
　
　
　

〇
判
鑑
状
ハ
元
文
三
年
午
年
ニ
も
見
ル
、
正
月
十
二
日
」

〇
嘉
永
三
年
之
頃
ゟ
助スケ
役
無
之
、
壱
町
ニ
町
役
両
人
被
仰
付
候
ニ
付
、
町
役
出
方

　

相
増
候
事

〇宗旨
奉
行
ノ
コ
ト

正
徳
六
年
申
四
月
九
日
御
触
状
ニ
、
岩
永
孫
左
衛
門
跡
役
宗
旨
奉
行
吉
田
兵
右

　

衛
門
へ
一
昨
七
日
被
仰
付
段
、
竹
田
安
右
衛
門
ゟ
触
示
有
之
、
其
已
前
ゟ
宗
旨

　

奉
行
ハ
有
之
居
候
哉

「（
朱
筆
）
◎
―
◎
」

一
弘
化
三
、
四
之
頃
、
余
寺
ニ
て
判
場
相
立
候
節
も
、
年
行
司「（
朱
筆
）
伊
豆
氏
・
瀬
戸
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氏
ゟ
」万
行
寺
江
改
を
致
度
存
念
ニ
付
、
地
主
銀
ハ
や
は
り
当〻

〻
〻
寺
へ「（
朱
筆
）
年
行
司

　

ゟ
」被
相
納「（
朱
筆
）
呉
候
」、
承
り
分
ハ
当
寺
へ
来
候
事

　　

大
此
分
格
ハ
格
、席
ハ
席
、年
行
司
ハ
年
行
司
、酒
飯
ハ
酒
飯
ト
分
ル
よ
し

判
一
件
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
古
来
奥
判
・
印
判
両
改
所
相
立
事

　
　

一　
　

大
判
始　
　
　
　
　
〇
御
議
定
書
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
秋
改
書
物
之
事

　
　

二　
　

古
来
改
所　
　
　
　
〇
城
代
頭
へ
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
記
幷
惣
代
弥
平
手
紙

　
　

三　
　

万
行
相
極
事

　
　

四　
　

万
行
差
支
余
寺
相
勤
事
「（
朱
筆
）
三
業
ノ
ト
キ
」

　
　

五
|　

先
年
ゟ
人
別
御
改
事

　　
　

五　
　

改
所
違
例
事　
　
　
　
願
書
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
旨
奉
行
依
前

　
　

六　
　

改
所
復
古
事　
　
　
　
寺
社
触
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
審
事
、
妙
行
室
形
や
ね
之

　
　

七　
　

奉
行
時
々
変
法
事　
　
　

但
し
、
古
来
触
吟
味
之
事

二　

八　
　

座
列
変
法
事　
　
　
　
　
　
　
　
諸
宗
往
古
座
列
次
第

近
年
真
宗
座
列
之
次
第

　
　

九　
　

町
人
・
格
式
町
人
座
列
次
第　
　

座
列
次
第

四　

十　
　

町
役
幷
寺
中
・
柳
町
座
敷
次
第　

三　

十
一　

一
朝
軒
座
列
先
規

　
　

十
二　

奉
行
饗
応
始　
　
　
　
中
古
ハ
奉
行
江
万
行
法
眷
相
伴
上
ノ
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
来
ハ
奉
行
承
改
同
席
ノ
コ
ト

　
　

十
三　

迎
（
往
ヵ
）古
一
座
饗
応
始　
　

一　

十
四　

奉
行
休
座
変
法
ノ
始　
先
年
ハ
門
徒
間
ゟ
、附
り
相
伴
ノ
コ
ト
、次
ノ
間
ニ
て

　
　

十
五　

津
中
家
別
一
銭
切
始

　
　

十
六　

同
人
別
弐
文
切
之
始

　
　

十
七　

年
貢
上
納
年
行
司
へ
頼
入
候
一
件

　
　

十
八　

薄
べ
り
寄
進
一
件　
文
政
九
年
戌
比
事
也

　
　

十
九　

年
行
司
ゟ
奉
行
挨
拶
始

　
　

二
十　

同
役
来
不
来
一
件

　
　

二
十
一
掃
除
代
近
来
両
度
ニ
て
八
十
目
来
一
件　
受
取
書
法
事

　
　

廿
二　

古
来
・
近
代
料
理
向
一
件　
始
之
事

　
　

廿
三　

手
附
引
残
り
一
件

　
　

廿
四　

法
眷
入
来
中
絶
一
件

　
　

廿
五
ニ
講
中
相
伴
一
件

　
　

廿
七
ニ
印
判
・
花
押
一
件

　
　

廿
八
ニ
毛
氈
一
件

　
　

廿
九
ニ
奉
行
着
幷
帰
見
送
一
件　
　
先
年
式

嘉
永
之
式

伴
僧
玄
関
迄

　
　

三
十
ニ
年
行
司
酒
出
一
件　
茶
漬
ノ
始
り

　
　

三
十
一
ニ
格
式
町
人
出
銅
一
件　
　
　
　
古
来
ト

礒
野
元
ト

酒
出
之
事

ヤ
メ
タ
ル
事

　
　

三
十
二
ニ
年
行
司
附
江
酒
出
ス
一
件

　
　

三
十
三
ニ
万
行
・
法
眷
一
同
奉
行
相
伴
之
事

　
　

三
十
四
ニ
万
行
・
法
眷
付
役
ゟ
上
席
相
伴
事

　
　

三
十
五
ニ
法
眷
引
入
後
ハ
万
行
も
相
伴
不
致
事

　
　

三
十
六
ニ
播
龍
窟
江
格
式
町
人
寄
進
之
事

　
　

三
十
七
ニ
山
伏
・
座
頭
座
席
事

　
　

三
十
八
ニ
諸
宗
列
座
次
第
事

　
　

三
十
九
ニ
当
寺
同
日
印
形
、
庫
裏
ニ
て
町
並
宗
旨
改
帳
印
形
之
事

　
　

四
十
ニ　

奉
行
家
来
酒
食
事

　
　

四
十
一
ニ
奉
行
門
前
ニ
て
用
所
出
来
之
節
ハ
本
堂
東
余
間
ニ
被
参
候
事



一
三
九

　
　
　
　
　
　

座
敷
残
り
さ
わ
ぎ
ニ
付

　
　

四
十
二
ニ
血
判
・
奥
判
当
寺
ニ
て
一
切
受
持
事　
「（
朱
筆
）
見
こ
し
願
書
□
□
」

　
　

四
十
三
ニ
奉
行
座
敷
ニ
て
座
方
一
件

　
　

四
十
四
ニ
年
々
口
上
ニ
て
饗
応
案
内
手
付
衆
迄
申
入
事

　
　

四
十
五
ニ
そ
り
椽
ゟ
本
堂
へ
出
テ
、
夫
ゟ
位
は
い
所
江
廻
り
座
敷
引
取
之
事

　
　

四
十
六　

已
前
は
大
判
判
（
マ
マ
）年
行
司
ゟ
当
寺
へ
参
居
候
由
之
之
（
マ
マ
）事

五　

四
十
七
ニ
寺
内
人
馬
人
数
目
録
差
出
有
無
之
事

六　

四
十
八
ニ
手
附
控
所
両
三
年
ゟ
横
堂
之
事

　
　

四
十
九
ニ
黒
豆
奉
行
へ
出
ス
事

　
　

五
十
ニ　

本
堂
ニ
て
薄
縁
壱
枚
奉
行
通
路
之
処
江
敷
置
之
事

　
　
　
　
　

〇
帰
之
節
玄
関
江
薄
縁
壱
枚
敷
事

　
　
　
　
　

〇
菓
子
ノ
コ
ト

　
　
　
　
　

〇
給
仕
人
男
ヲ
止
ル
事

　
　
　
　
　

〇
饗
応
変
法
事

（
半
丁
空
白
）

　
　
　
　
　

大
判
一
件
「（
朱
筆
）

嘉
永
六
丑
年
三
月 

　

十
八
代
龍
城
作　

」

第
一　

春
秋
両
度
大
判
之
始
り
之
事

　

右
ハ
未
考
、
記〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

録
ニ
不
相
見
候
、
享〻
保〻
元
禄
十
年
二
月
廿
日
、
宗
旨
奉
行
平
田

　

清
右
衛
門
ゟ
郡
々
触
口
庄
屋
中
江
当
り
候
宗
旨
方
弐
十
三
ヶ
条
被〻

〻
〻
〻
〻
〻

申
達
書
之
中

　

ニ〻
〻
〻
〻

左
之
通
之
第
一
条
ニ
曰

　

一
宗
旨
御
改
従
前
々
之
通
三
月
初
頃
ゟ
出
郡
ニ
候
条
、
帳
・
誓
紙
ニ
念
を
入
、

　
　

二
月
廿
九
日
切
ニ
調
へ
置
可
申
等
と
候
へ
ハ
、
右
元
禄
十
年
已
前
ゟ
巡
郡
有

　
　

之
と
相
聞
へ
候
事

　
　
　
　

私
ニ
曰
、
此〻
事〻
奉
行
・
宗
旨
改
之
始
り
、
古
キ
御
触
状
を
吟
味
ス
レ
ハ

　
　
　
　

相
分
り
可
申
事

第
二　

古
来
改
所
之
事

　
　

古〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

来
改
所
聖
福
寺
幷
壱
ヶ
寺
寺
号
不
分
、
当〻

〻
〻
〻
〻

寺
と
申
事
、
右〻

〻
〻
三
ヶ
寺〻

〻
〻
〻

ニ
て
多

　
　

分〻
受〻
持〻
居〻
候〻
哉〻
ニ〻
相〻
見〻
候〻
事〻

　
　
　

此〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

事
先
年
何
歟
ニ
て
見
当
り
候
へ
共
只
今
其
書
付
紛
れ
候

　
　
　
　

但〻
し〻
、
御〻

〻
〻
触
状
■
■
ニ〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

て
調
子
候
へ
ハ
直
々
正
・
不〻

〻
〻
〻

正
相
分
候〻
事〻

　
　
　

近〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

年
宗
旨
方
寺
社
方
ゟ
古
来
受
持
寺
之
古
例
を
噺
テ
触
状
ニ
寺
号〻

〻
〻
〻

有
之
事

　

一
当
寺
血
判
受
持
方
致
呉
候
様
書
状
之
事

　
　
　

此
状
本
堂
位
牌
所
之
張
り
付
ゟ
十
八
世
龍
城
見
出
置
、
但
し
掛
合
之
面
々

　
　
　

之
名
元
不
相
見
残
念
ニ
候
事
、
多
分
ハ
聖
福
・
承
天
当
り
ゟ
之
書
通
歟
、

　
　
　

文
中
ニ
三
ヶ
寺
と
候
得
は
、
往
古
之
巡
番
寺
御
触
状
ゟ
考
へ
見
可
申
事

　
　
　

此
分
正
徳
六
申
前〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

後
之
事
ニ
可
有
之
歟〻「（
朱
筆
）
之
前
年
ニ
も
候
哉
、
日
付
壬
二

　
　
　

月
廿
八
日
ニ
ハ
無
之
、
三
月
十
六
日
と
候
ヘ
ハ
」
弥
兵
衛
と
申
ス
年
行
司

　
　
　

之
惣
代
ハ
い
つ
頃
之
人
ニ
候
哉
、
年
行
司
ニ
有
之

　
　
　

候
、
津
要
録
と
申
書
近
来
認
相
成
候
間
考
合
せ
頼
入
可
然
事

　
　

「（
朱
筆
）
但
し
、
享
保
十
九
年
日
記
覚
帳
ニ
曰
、
享
保
十
八
丑
年
分
之
地
主
銀
今
日

　
　
　

惣
代
弥
平
江
相
渡
申
候
と
有
之
、
是
ハ
享
保
十
九
年
七
月
廿
一
日
之
事
也
、

　
　
　

左
候
へ
ハ
享
保
十
八
、
九
年
ゟ
当
寺
江
受
持
切
之
儀
、
三
ヶ
寺
ゟ
申
来
候　
　
　
　



一
四
〇

　
　
　

と
相
見
候
事
」

　
　

写

　
　
　

其
後
ハ
御
疎
逢
ニ
罷
過
候
、
弥
御
堅
勝
御
勤
被
成
珍
重
ニ
存
申
候
、
然
ハ

　
　
　

此
間此二
字
本
文
不
分
り

従
年
行
司
中
為
使
惣
代
弥
兵
衛
三
ヶ
寺
へ
参
申
候
、
血
判
所
之
儀
年

　
　
　

行
司
中
御
頼
、
津
中
之
勝
手
ニ
も
能
御
座
候
得
ハ
、
貴
寺
一
ヶ
寺
へ
相
窮

　
　
　

申
度
申
来
候
、
御
尤
之
儀
存
申
候
、
御
苦
労
之
御
事
ニ
候
得
共
、
被
任
其

　
　
　

意
可
■
御此字
消
ユ
ル

事
と
存
候
、
是
等
之
趣
三
ヶ
寺
ゟ
申
進
候
様
ニ
申
来
候
間
如
此

　
　
　

ニ
御
座
候
、
万
事
期
貴
面
候
、
不
具

　
　
　
　
　

三
月
十
六
日

第
三　

奥
判
・
血
判
両
所
改
場
別
々
ニ
相
立
候
事

「（
朱
筆
）

第
四
ニ
当
寺
ゟ
余
寺
ゟ
受
持
方
相
頼
候
、
書
面
左
之
通
」

第「（
朱
筆
）

五
」　

万
行
寺
ニ
受
持
候
始
り
幷
壱
銭
切
之
事

　

一
正
徳
六
申
年
閏
二
月
廿
八
日
、
博
多
津
中
血
判
於
当
寺
相
勤
候
、
其
節
年
行

　
　

司
藤
五
郎
・
同
市
左
衛
門
ゟ
申
来
候
、
寺
社
奉
行
船
曳
与
左
衛
門
・
竹
田
安

　
　

右
衛
門
両
人
当
寺
江
出
座
、
以
来
毎
年
春
秋
於
当
寺
御
改
、
依
之
掃
除
代
と

　
　

し
て
家
別
て
鳥
目
壱
銅
宛
り
寺
納
有
来
候

　

「（
朱
筆
）
右
藤
五
郎
ハ
樋
口
藤
五
郎
、
市
左
衛
門
ハ
神
屋
市
右
（
左
）衛
門
と
申
候
半
旨
、
天

　
　

保
十
四
年
卯
二
月
十
九
日
土
居
町
釜
屋
半
平
噂
」

第
六　

往
古
人
別
判
形
事

　

一
往
古
ハ
人
別
於
当
山
判
形
有
之
、
但
し
此
事
右
正
徳
六
申
年
已
後
ニ
候
哉
、

　
　

仍〻
〻
〻
て
ハ
寺
格
録
曰
、

　
　

往
古
ハ
人
別
於〻
〻
〻
当
山
皆
当
山
へ
す
る
事
な
り
き
、
文　

故
ニ
只
今
之
本
堂
元

　
　

禄
五
壬
子
歳
十
間
四
面
建
立
ニ
付
、
往
古
と
申
も
夫
ゟ
已
後
之
事
ニ
相
当
り

　
　

候
事

第
六
（
七
）　

人
別
血
判
相
止ヤミ
候
事

　

一
寺
格
録
曰
、
延
享
之
頃
吉
田
式
部
但
、
六
郎
太
夫
殿

之
時
分
歟

之
時
、
人
別
出
席
有〻
之〻
」〻

　
　

文〻
相
止
ミ
候
事

　

又
一
書
ニ
曰

　
　

吉
田
式
部
之
時
人〻
別〻
家
別
亭
主
罷
出
血
判
」
文

　
　

右
之
通
ニ
候
へ
ハ
人
別
血
判
と
相
聞
候
事

第
八　

年
寄
・
組
頭
出
席
■
始
り
事

　

一
寛
永
年
中
ゟ
年
寄
・
組
頭
計
り
出
席
致
候
事
ニ
相
成
候
事

　
　

右
寺
格
録
ニ
出
ツ

第
九　

諸
宗
旦
那
血
判
之
始
り

　

一
寛
文
三
年
宗
門
ヶ
条
相
定
り
、
諸
宗
共
ニ
血
判
致
候
事
ニ
相
成
候
事
、
尤
其

　
　

節
ゟ
御
改
厳
重
ニ
相
成
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
ヶ
条
宗
旨
方
ニ
て
可
承
事

　
　

右
寺
格

第
十　

万
行
差
支
余
寺
相
勤
事

　

一
当
山
十
六
世
正
栄
代
、
安
心
惑
乱
三
業
一
件
ニ
付
罪
人
当
寺
江
御
預
ケ
之
節
、

　
　

廊
下
ゟ〻
之
内
ニ
牢〻
囲
を
相
立〻
調
候
節
、
壱〻
〻
〻
ヶ
年
当
寺
ニ
て
右〻
右
壱
ヶ
年
判
形

　
　

無
之
、
則
奥
判
称
名
寺
、
血
判
妙
行
寺
ニ
相
成
、
其
後
ハ
如
古
来
当
寺
ニ
て

　
　

■
御
改
有
之
候
事

　
　

右
寺
格
録
、
又
一
説
ニ
ハ
無
此
儀
と
申
候
云
云

　
　

右
ハ
御
触
状
吟
味
候
へ
ハ
直
ニ
相
分
り
之
事

　
　

按〻
〻
〻
ル
ニ
、
文〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

化
年
中
ノ
事
ニ
候
間
、
記〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

録
吟
味
可
申
事
候
ヘ
ハ
年
号〻

〻
〻
〻

相
分
り

　
　

可〻
〻
〻
申
事



一
四
一

　

一
右
ハ
按
ニ
、
文
化
元〻
寅〻
二
年
丑
正
月
廿
一
日
、
五
人
之
僧
国
方
ゟ
触
頭
三
ヶ

　
　

寺
へ
御
預
ニ
相
成
、
其
節
右
五
僧
当
寺
江
牢
屋
出
来
、
其
節
之
事
ニ
候

　
　

五
人
之
僧
と
申
ハ

　
　
　
　
　

嘉
麻
熊
畑
長
教
寺　
　
　
　

南
江
（
郷
）

　
　
　
　
　

同
人
弟　
　
　
　
　
　
　
　

済
成

　
　
　
　
　

秋
月
領
本
合
（
谷
）村
仙
林
寺　
　

等
視
（
観
）

　
　
　
　
　

上
座
郡
小
石
原
村
浄
満
寺　

大
響

　
　
　
　
　

早
良
郡
石
釜
村
光
明
寺　
　

智
鳳

　
　
　
　

〆

　

一
改
所
違
例
之
事

　
　

弘
化
三
午
年
九
月
八
日
、
寺
社
奉
行
衆
ゟ
御
触
書
如
左
、
寺〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

社
奉
行
衆
ゟ
触

　
　

毎
年
春
秋
博
多
宗
旨
御
改
所
之
儀
復　
二

古
格　
一

、
当
秋
改
ゟ
星
順
を
以
各
請
持

　
　

可
被
申
談
候
条
、
其
心
得
可
有
之
候
、
尤
丸
印
付
之
分
は
秋
改
計
り
請
持
ニ

　
　

相
成
筈
ニ
付
、
此
段
も
御
承
知
可
有
之
候
事

　
　
　
　

九
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

辛
嶋
喜
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
郷
三
九
郎

　
　
　

明
光
寺　

妙

○

楽
寺　

法

○

性
寺　

善
導
寺　

　
　
　

称

○

名
寺　

万
行
寺　

妙
行
寺

　
　

右
之
通
丸
印
付
妙
楽
・
法
性
・
称
名
三
ヶ
寺
ハ
、
秋
改
計
り
受
持
之
事

　

一
其
後
同
年
午
秋
御
改
ハ
称
名
寺
歟
御
触
状
御
改
之
日
限
等
ニ
も
不

相
見
、
追
て
承
り
合
可
申
事　

、
翌
未
春
改
ハ

　
　

五
月
二
日
ニ
善
導
寺
ニ
て
有
之
候

　

〇
当
寺
ゟ
御
改
場
古
来
之
通
被
仰
付
之〻
儀〻
度
願
出
事
如
左
、
十
八
世
龍
城
之
代

　
　
　

但
、
弘
化
三
年
午
ノ
九
月
十
五
日
ニ
願
出
候
事

　
　
　
　
　

奉
伺
口
上
覚

　

一
宗
旨
御
改
之
儀
ニ
て
此
節
御
触
達
被　

仰
付
奉
畏
候
、
然
ニ
拙
寺
儀
は
、
去

　
　

ル
正
徳
六
年
申
閏
二
月
廿
八
日
、
右
御
改
所
受
持
候
節
、
寺
社
御
奉
行
船
曳

　
　

与
左
衛
門
殿
・
竹
田
安
右
衛
門
殿
拙
寺
へ
御
出
役
ニ
相
成
、
其
節
両
御
奉
行

　
　

ゟ
津
中
之
勝
手
ニ
も
宜
敷
候
間
、
已
来
於
拙
寺
右
御
改
所
受
持
方
可
仕
旨
被

　
　

仰
聞
、
依
之
毎
年
不
相
替
拙
寺
へ
右
受
持
被　

仰
付
候
儀
ニ
御
座
候
、
尤
拙

　
　

寺
無
拠
差
支
筋
有
之
節
ハ
於
他
寺
相
談
候
儀
も
有
之
候
へ
共
、
其
外
ハ
於
拙

　
　

寺
受
持
方
被
仰
付
候
、
右
之
通
古
来
ゟ
拙
寺
壱
ヶ
寺
ニ
被
仰
付
置
候
儀
ニ
て
、

　
　

正
徳
六
年
ゟ
当
年
迄
凡
ソ
百
三
十
壱
ヶ
年
ニ
相
成
、
最
早
拙
僧
ゟ
八
代
已
前

　
　

ニ
蒙
仰
候
儀
ニ
御
座
候
、
此
節
御
触
之
趣
毛
頭
奉
違
背
訳
ニ
ハ
無
御
座
候
へ

　
　

共
、
右
之
通
被
仰
付
其
儘
御
伺
も
不
申
上
候
て
ハ
、
拙
僧
儀
先
代
江
之
申
訳　

　
　

も
難
相
立
難
渋
ニ
奉
存
候
間
、
此
段
無
拠
奉
伺
候
、
何
様
前
段
之
通
拙
寺
計

　
　
江
受
持
方
被
仰
付
置
候
末
ニ
付
、
乍
恐
別
段
御
差
支
之
筋
も
無
御
座
候
ハ
ヽ
、

　
　

何
卒
已
前
之
通
被　

仰
付
被
下
度
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　

午
九
月

　
　
　
　
　

東
郷
三
九
郎
様

　
　
　
　
　

辛
嶋
喜
大
夫
様

　
　

右
願
、
翌
未
年
二
月
五
日
御
呼
出
之
上
、
願
不
相
叶
旨
ニ
て
■
口
上
書
被
相

　
　

下
ケ
候
事
、
尤
被　
レ

復　
二

古
格　
一

儀
ニ
付
願
不
相
叶
と
申
御
達
ニ
候
事

　
　

右
一
件
ニ
付
、
九
月
十
三
日
年
行
司
・
月
行
司
・
年
寄
ゟ
別
段
願
出
之
分
写

　
　

取
置
候
事
、
如
左

　
　
　
　
　

博
多
津
中
年
寄
惣
代
・
月
行
司
・
年
寄
中
乍
恐
奉
願
口
上
之
覚

　

一
春
秋
両
度
宗
旨
判
形
御
改
メ
之
儀
は
、
従
古
来
於
万
行
寺
御
改
メ
被　

仰
付



一
四
二

　
　

来
申
候
処
、
此
節
は
於
称
名
寺
御
改
メ
被
仰
付
候
様
御
触
達
被　

仰
付
奉
畏

　
　

上
候
、
然
ニ
於
万
行
寺
御
改
メ
之
儀
は
、
正
徳
之
頃
ゟ
年
来
定
坐
ニ
相
成
居

　
　

申
候
、
同
寺
は
間
内
手
広
く
、
諸
宗
之
寺
院
出
席
、
且
格
式
町
人
・
津
中
年

　
　

寄
・
助
役
数
百
人
相
集
候
得
共
、
古
来
ゟ
之
座
席
等
□
（
も
）相
定
り
混
雑
筋
も
無

　
　

之
、
至
て
弁
利
宜
敷
無
滞
相
済
来
儀
ニ
御
座
候
、
外
之
寺
院
ニ
て
は
同
寺
程

　
　

之
間
続
都
合
宜
敷
場
所
も
有
御
座
間
敷
哉
と
奉
存
候
、
殊
更
数
十
ヶ
年
来
之

　
　

儀
ニ
も
有
之
候
間
、
格
別
之
御
指
支
筋
も
無
御
座
候
ハ
ヽ
、
是
迄
之
通
於
萬

　
　

行
寺
御
改
メ
被　

仰
付
被
為
下
候
様
、
偏
ニ
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年

博
多
津
中

番
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月

惣
代

行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙

竪
町
濱
年
寄

蔵
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清

辻
堂
町
下
年
寄次

同

　
　
　
　

弘
化
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治

桶
屋
町
下
同

平
同

　
　
　
　
　
　

午
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫

綱
場
町
同

次
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久

魚
之
町
下
同
八
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜

古
門
戸
町
同
平
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与

土
居
町
下
同

左
衛
門
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊

西
町
上
同

助
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣

小
山
町
下
同

右
衛
門
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半

鏡
町
下
同

三
郎
同

　
　
　
　
　
　

瀬
戸
喜
助
殿

　
　

年
行
司
喜
助
ゟ
町
奉
行
東
郷
・
辛
嶋
江
当
ル
、
文
言
は
見
不
申
候
事
、
追
て

　
　

写
取
可
申
候
事

　
　

然
処
弘
化
四
年
二
月
廿
九
日
妙〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

楽
寺
よ
り
来
ル
晦
日
下
座
圓
能
寺
後〻

〻
〻
〻

住
深
亮

　
　

之〻
〻
〻
〻

頼
役
所
御
触
替
之
事

　
　

春
秋
宗
旨
御
改
メ
所
之
儀
、
宗
旨
方
依
改
正
各
江
以
来
以
星
順
可
申
談
旨
ニ

　
　

付
、
其
段
去
々
午
秋
相
達
置
候
処
、
此
節
津
中
ゟ
依
願
已
前
之
通
年
々
春
秋

　
　

共
於
万
行
寺
相
改
メ
候
旨
ニ
付
、
此
段
御
承
知
可
有
之
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
社

　
　
　
　

二
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　

役
所

　
　
　

明
光
寺　
　

妙
楽
寺　
　

法
性
寺　
　

善
導
寺

　
　
　

称
名
寺　
　

万
行
寺　
　

妙
行
寺　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆

　
　
　
　

二
月
卅
日

　

一
夫
ゟ
以
来
当〻
世〻
去
子
年
迄
同
様
如
古
来
萬
行
寺
ニ
て
改
メ
有
之
、
以
後
毎
年

可
為
同
様
事

「（
朱
筆
）
◎
―
◎
入
ル
ヽ
コ
ト
」

　

一
諸
宗
・
当〻
派〻
真
宗
座
列
変
法
之
事

　
　

右
は
先
年
来
真
宗
は
本
堂
東
余
間
、法
華
之

諸

○

宗
之

○

末
席
歟
ニ
候
処
、
天
保
七
申
年
真
宗
一
派
御
礼

　
　

式
格
別
被　

仰
付
ニ
付
、
同
年
頃〻
御
改
ゟ
真
宗
座
席
致
相
違
候
事
、
但
シ
此

　
　

座
列
寺
社
役
所
へ
相
願
候
訳
ニ
は
無
之
、
宗
旨
奉
行
衆
幷
手
附
役
江
内
々
申

　
　

入
、
其
頃〻
節
秋
山
源
内
殿
歟〻
・
久
野
甚
平
殿
両
人
宗
旨
奉
行
被〻
致〻
被
相
勤
、

同
人
江〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

手
附
ゟ
内
々
伺
出
御〻
同〻
人〻
右
奉
行
衆
口
達
ニ
て
右〻
座
席
相
定
候
、
扨

郡
々
寺
々
■
座
席
も
、
多
分
右
ニ
順
候〻
事〻
相
改
候
所
も
有
之
候
へ
共
、
宗
旨

奉
行
衆
巡
郡
之
節
不
相
改
所
も
有
之
由
ニ
相
聞
候
、
天
保
七
申
五
月
廿
三
之

下
、
建
部
氏
被
申
候
事
可
考

　
　

座〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

席
之
図
左
之
通



一
四
三

　
　

則
天
保
七
丙
申
御
用
日
記
五
月
十
四
日
、
宗
旨
役〻
方
ゟ
博
多
津
中
宗
旨
帳
奥

判
於
万
行
寺
来
ル
廿
日
見
届
候
間
、
朝
五
ツ
半
時
可
被
罷
出
旨
、
宗
旨
奉
行

秋
山
源
内
・
久
野
甚
平
ゟ
触
来
、
但
福
岡
ハ
十
九
日
ニ
於
光
専
寺
見
届
候
儀

ヲ
も
申
来

　

一
同
月
十
五
日
ニ
寺
社
奉
行
伊
丹
九〻
〻
〻
〻
〻

郎
左
衛
門
氏
ゟ
左
之
通
申
来

　
　
　
　
　
　

万
行
寺　
　
　
　
　

伊
丹
九
郎
左
衛
門

　
　
　

来
ル
廿
日
、
博
多
町
々
宗
旨
判
形
見
届
ニ
相
成
旨
ニ
候
条
、
其
心
得
可
有

　
　
　

之
候
、
以
上

　
　
　

各
へ
当
寺
ゟ
請
書
差
出
置
候
事

　

一
同
月
廿
日
ニ
宗
旨
判
見
届
相
済

　
　
　
　
　

宗
旨
奉
行　
　
　
　
　
　
　

秋
山
源
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
野
甚
平

　
　
　
　
　

手
附
衆
八
人　
　
　
　
　
　

濱
頭
取

地
信ノ
ブ

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

狩
野
忠
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆

　
　

今
日
ゟ
判
席
之
儀
真
宗
一
派
相
替
り
候
事

　
　
　

古
来
ゟ
奉
行
之
左
脇
ゟ
直
ニ
承
天
寺
着
座
、
引
続
キ
禅
宗
相
列
シ
、
其
次

　
　
　
江
法
華
宗
、
其
次
江
真
宗
着
席
致
来
候
、
然
処
当
春
之
処
ハ
宗
旨
奉
行
衆

　
　
　

幷
手
附
役
迄
真
宗
一
派
ゟ
及
内
談
、
是
迄
法
華
宗
着
席
之
処
江
真
宗
一
派

　
　
　

致
着
座
候
、
已
来
ハ
法
華
宗
ハ
中〻
本
堂
中
ノ
間
ニ
て
右
之
柱
ラ
際
ニ
流
レ

　
　
　

合
ニ
着
座
候
様
ニ
相
成
候
事

　
　
　
　

但
、
専
立
寺
ハ
当〻
日〻
御
礼
席
格〻
別〻
諸
宗
惣
礼
上
席
ニ
被
仰
付
ニ
付
、
同

　
　
　
　

寺
心
得
□
以
官
位
ニ
不
拘
一
派
上
席
致
候
、
御
賞
誉
之
書
付
ハ
同
年
御〻

　
　
　
　

用〻
日〻
年
番
受
持
中
記
第
一
正
月
廿
二
日
之
下
ニ
在
之

　
　
　

図
面
如
左

　

一

○

一
朝
軒
座〻
列〻
着
席
之
事

　
　

右
は
近
年
何
れ
之
席
江
着
席
致
候
哉
之
旨
、
一
朝
軒
ゟ
当
寺
江
問
合
来
候
へ

　
　

共
、
古
来
之
仕
来
此
方
不
案
内
ニ
付
、
其
段
答
置
追
々
老
人
江
尋
可
申
事

　
　
　

但
シ
、
一
朝
軒
は
根
元
聖
福
寺
之
支
配
ニ
て
、
御
国
法
ゟ
御
触
状
之
節
は
、

　
　
　

一
朝
軒
江
は
聖
福
寺
ゟ
御
触
之
趣
可
申
達
旨
御
触
状
之
付
紙
ニ
認
メ
有
之
、

　
　
　

且
又
一
朝
軒
之
墓
崇
福
寺
末
寺
御
供
所
町
妙
楽
寺
ニ
有
之
候
へ
は
、
禅
宗

　
　
　

一
派
之
末
ニ
て
着
座
可
然
歟
、
又
は
当
山
本
堂
之
内
西
之
横
堂
之
前
之
間

　
　
　

ニ
て
も
可
然
歟
、
併〻
〻
〻
〻

此
間
は　

　
　

奉

○

行
休
座
変
法
之
始
り
之
事

　
　

右
は
古
来
当〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

寺
ニ
て
御
改
之
節
ハ
於
当
寺
休
息
有
之
由
ニ
候
処
、
中
古
ゟ
順



一
四
四

　
　

正
寺
・
妙
静
寺
右
両
寺
江
隔
年
ニ
休
ミ
有
之
候
、
尤
御
改
メ
ニ
付
年
寄
・
町

　
　

役
等
相
揃
ひ
候
迄
休
息
有
之
、
揃
之
上
は
当
寺
江
手
附
役
ゟ
案
内
之
上
入
来
、

　
　

然
処
右
順
・
善
（
妙
ヵ
）両
寺
江
休
之
節
御
用
筋
ニ
付
付
衆
ゟ
詞
有
之
、
往
返
難
渋
ニ

　
　

付
当
寺
江
奉
行
も
入
来
ニ
相
成
候
、
嘉
永
元
秋
宗
旨
改
之
頃
ゟ
始〻
候〻
旧
例
ニ

　
　

復
し
候
事

　

一

○

格
式
町
人
幷
岡
流
着
席
間
内
之
次
第

　
　

右
は
古
来
左
之
通
奥〻

〻
〻
之
間
、
但
文
政
九
年
之
頃
ニ
候
事

　
　
　
　

二
上
ゟ

之
間　
　

大
賀
両
家

　
　
　
　

三
之
間　
　

年
行
司

　
　
　
　

四
之
間　
　

年
行
司
附
役
人

　
　

其
後
天
保
六
、
七
年
之
頃
、
白
水
要
左
衛
門
御
救
仕
組
い
た
し
候
節
、
永
納

　
　

銀
と
号
し
、
両
市
中
冨
家
ゟ
夫
々
右
永
納
銀
寸
志
相
立
候
ニ
付
、
夫
々
御
賞

　
　

誉
被
仰
付
、
年
行
司
次
上
、
但〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

シ
両
大
賀
之
次
席〻

〻
〻
ニ
て
年
行
司
之
次
席「（朱
筆
）平

　
　

ラ
之
格
式
町
人
之
上
」、
ま
た
ハ
年
行
司
格
又
は
古
来
有
之
候
格
式
之
次
席

　
　

等
ニ
被
仰
付
、
右
ニ
付
間
所
何〻
〻
〻
〻

と
な
く
左
之
通
ニ
相〻
成〻
自
分
心
得
ニ
て
相
控

　
　

候
事

　
　
　
　

壱
上
ゟ

之
間　
　

大
賀
両
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年〻
〻
〻
〻
〻
〻

行
司
次
上
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

格〻
〻
〻
〻

式
町
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
行
司

　
　

右
三
簾
江
之
人
々
壱
之
間
江
着
席

　
　
　

但
シ
、
両
大
賀
は
床
付
ニ
て
横
向
キ
、
年
行
司
次
上
其
下
江
少
し
相
下
り

　
　
　

着
席
、
年
行
司
は
装
棚
之
方
へ
見
合
着
席

　
　
　
　

二
之
間　
　
年
行
司
次
上
町
人

年
行
司
格
町
人

其
外
格
式
町
人
一
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
着
席

　
　
　
　

三幷
之
間
西
側
迄

　
　
　

但
シ
、
右
天
保
六
御
賞
誉
ゟ
格
式
町
人
彼
是
六
、
七
拾
人
も
有
之
、
此
二

　
　
　

間
差〻
支〻
計
ニ
て
不
相
済
候
ニ
付
、
楢
崎
次
吉
ゟ
右
七
拾
人
余
之
町
人
江
申

　
　
　

談
、
夫
々
志
ヲ
受
取
裏
之
座
敷
相
立
候
、
右
座
敷
江
二
之
間
ニ
相
余
り
候

　
　
　

格
式
面
々
遊
ひ
旁
被
参
候
事
、
但
シ
三
之
間
江
も
格
式
連
中
相
詰
ら
れ
候

　
　
　

余
り
、
銘
々
随
意
ニ
裏
座
敷
へ
被
参
候
事

　
　
　
　

三
之
間　
　

東
側
辻
之
堂
町
役
相
詰
ル

　
　
　
　

四
之
間　
　

年
行
司
付
役
人
相
詰
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
流
れ
年
寄
不
残
相
詰
ル

　
　

夫
ゟ
嘉
永
元
年
之
頃
裏
座
敷
相
損
シ
候
ニ
付
、
出
入
差
留
メ
候
節
ゟ
左
之
通

　
　

着
席
、
但
シ
格
式
町
人
死
去
等
ニ
て
段
々
減
少

　
　
　
　

壱
之
間　
　

両
大
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年〻
〻
〻
〻
〻

行
司
次
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
行
司

　
　
　
　

二
之
間　
　

年
行
司
次
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

幷
年
行
司
格

　
　
　
　

三
之
間　
　

格
式
町
人
不
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　

辻
之
堂
町
役

　
　
　
　

四
之
間　
　

先
書
之
通
り

　
　

夫
ゟ
嘉
永
元
年
秋
御
改
メ
ゟ
、
宗
旨
奉
行
衆
順
正
寺
・
妙
静
寺
休
息
無
之
、

　
　

直
様
当
寺
へ
入
来
ニ
付
左
之
通

⎝ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜⎛

⎝ ⎜ ⎜⎛
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一
四
五

　
　
　
　

奥
之
間　
　

奉
行
両
人

　
　

右
へ
中
屏
風
相
立
候
上「（
朱
筆
）
同
間
ニ
て
隔
も
致
候
」、左
之
人
々
右
奥
之
間
へ
着
席

　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
大
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
行
司

　
　
　
　

二
之
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
上
ニ
書
顕
候
通
相
詰
ル

　
　
　
　

三
之
間

　
　
　
　

広
間

　

○「（
朱
筆
）
左
之
内
ニ
て
」三
之
間
四〻

〻
〻
之
間
江
辻
堂
町
役
、
広
間
江
年
行
司
附
役
八
人「
（
朱
筆
）

　
　

幷
岡
流
町
役
中
」、
着
席
は
古
来
ゟ
只
今
迄
相
違
無
之
事

　
「（
朱
筆
）
○
」町
役
幷
寺
中
町
・
柳
町
座
列
之
次
第

　
　

一
岡
流
何
町　
　
　

本
堂
板
縁
何
側

　
　

一
何
流　
　
　
　
　

本
堂
板
縁
何
側

　
　

一
何
流　
　
　
　
　

同
東
側
横

　
　

一
廊
下
東
之
角　
　
寺
中
町

柳
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
役
計
り
薄
縁
立
流
シ
見
合
せ
判
形
之
事

　

○
御
改
日
限
、
寺
法
ニ
付
差
支
之
節
ハ
日
延
等
寺
社
方
江
申
出
事
、
左
之
通

　
　

天
保
八
酉
年
、
之〻
事〻
本
山
使
僧
皆
乗
聢
於
当
寺
御
書
披
露
ニ
付
断
り
申
出
候

　
　

事
、
尤
宗
旨
方
触
書
酉
五
月
十
二
日
ニ
候
事

　
　
　
　
　

申
上
口
上
之
覚

　

一
当
春
宗
旨
御
改
来
ル
十
八
日
於
拙
寺
御
見
届
相
成
候
段
、
宗
旨
御
役
所
ゟ
被　

　
　

触
達
承
知
仕
候
、
然
ニ
兼
て
御
届
申
上
置
候
通
、
来
ル
十
五
日
ゟ
十
九
日
迄

　
　

本
山
使
僧
拙
寺
ニ
て　

御

（
平
出
）

書
幷　

公

（
平
出
）
儀
御
沙
汰
書
等
披
露
ニ
相
成
申
候
ニ

付
、
其
段
両
市
中
触
下
江
も
相
達
置
、
門
徒
中
ニ
も
承
知
仕
居
申
候
、
右

十
八
日
ハ
御
書
披
露
日
限
中
ニ
御
座
候
間
、
両
様
打
混
候
て
ハ
手
元
大
ニ
差

支
申
候
、
尚
又
御
書
披
露
日
限
之
儀
ハ
宗
旨
御
改
日
割
之
前
ニ
御
届
申
上
候

上
、町
役
出
方
之
儀
も
有
之
、乍
恐
御
役
所
御
手
数
ニ
も
相
成
居
可
申
候
間
、

今
更
日
限
改
替
候
儀
も
難
仕
、
此
段
如
何
仕
可
申
哉
、
御
伺
申
上
候
、
宜
敷

御
才
判
被
仰
付
可
被
為
下
候
様
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
　

酉
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
行
寺

　
　
　
　
　

伊
丹
九
郎
左
衛
門
殿

　
　

右
願
書
直
様
伊
丹
殿
へ
披
見
之
上
宗
旨
方
江
掛
合
ニ
相
成
、
○
十
四
日
ニ
左

　
　

之
旨
寺
社
奉
行
衆
ゟ
申
来
候
事

　
　
　
　
　

万
行
寺　
　
　
　

伊
丹
九
郎
左
衛
門

　
　

博
多
津
中
宗
旨
判
改
所
御
請
持
ニ
相
成
居
候
処
、
以
後
差
発
り
候
儀
有
之
、

　
　

十
八
日
ハ
差
支
之
旨
被
申
出
、
則
其
趣
口
々
及
引
合
候
、
右
ニ
付
来
ル
廿
三

　
　

日
ニ
相
成
候
段
御
町
奉
行
ゟ
返
答
有
之
候
、
其
心
得
可
有
之
候
、
以
上

　
　
　
　

五
月
十
四
日

　
　

右
御
町
奉
行
と
申
ハ
其
節
伊
丹
氏
寺
社
引
切
受
持
ニ
相
成
候
間
右〻
之〻
通〻
、
寺

　
　

社
町
兼
帯
ニ
無
之
候
間
右
様
申
来
事

　
　

其
後
十
五
日
ニ
至
り
左
之
通
触
来

　
　
　

尚
々
、
早
々
御
順
達
留
り
ゟ
其
寺
方
江
可
被
指
返
候
、
尤
福
岡
改
ハ
最
前

　
　
　

相
達
置
候
様
来
ル
十
七
日
之
筈
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　

一
筆
申
触
候
、
然
ハ
当
春
博
多
津
中
御
改
之
儀
、
来
ル
十
八
日
於
万
行
寺
見

　
　

届
有
之
筈
相
達
置
候
へ
共
、
同
寺
差
支
筋
有
之
趣
ニ
付
来
ル
廿
三
日
改
之
筈

　
　

ニ
御
座
候
、
左
様
御
承
知
有
之
御
触
下
寺
院
江
も
御
達
可
有
之
候
、
以
上

⎝ ⎜ ⎜ ⎜⎛
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一
四
六

　
　
　
　

五
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

久
野
甚
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
山
源
内

　
　

崇
福
・
東
長
・
聖
福
・
承
天
・
大
乗
・
明
光
・
法
性
・
称
名
・
万
行
・
妙
行

　
　

〆

　

一
福
岡
江
十
七
日
御
改
ニ
候
へ
共
、
前
段
之
子
細
御
使
僧
御
書
披
露
中
ニ
付
出

　
　

方
判
形
得
不
仕
旨
、
同
日
当
寺
ゟ
差
紙
出
之
事

　
　

文
書
別
記
之
通
り

　
　

〆

　

○
正
徳
已
後
余
寺
ニ
て
御
改
之
例

右
正
徳
六
年
已
後
―
―
―
年〻

〻
〻
〻
〻
〻

を
経
候
て
元
元
文
二
年
三
月
二
十
七
日
正
因
師

記
録

　
　

奥
判
承
天
寺
、
血
判
万
行
寺
ニ
相
受
持
、
其
節
之
寺
社
奉
行
衆
ハ
隅
田
清
作

　
　

殿
ニ
有
之
候
事

　

○
右奥判
余
寺
、血
判
当
寺
之
例

之
通
正
徳
六
申
年
幷
元
文
二
年
之
記
録
ニ
て
ハ
血
判
ハ
当
寺
ニ
て
有
之
居

　
　

候
、
然
ニ
奥
判
・
血
判
共
当
寺
ニ
て
相
済
来
之
儀
ハ
何
年
頃
ニ
候
哉
、
不
相

　
　

分
候
事

　
「（
朱
筆
）
○
」奥
判
・
血
判
於
当
寺
一
同
受
持
候
事

　
　

右
ハ
記
録
・
申
伝
不
相
分
候
事

　
　
　

但
し
、
丑
二
月
之
願
書
相
考
可
申
事

　
「（
朱
筆
）
○
」奉
行
出
役
古
来
ハ
寺〻
社〻
宗
旨
・
寺
社
共
ニ
一
同
改
方
入
来
之
事
、
宗
旨
方

　
　

計
ニ
相
成
ハ
中
古
事

　
　

右
ハ
寺〻
社〻
宗
旨
・
寺
社
両
奉
行
一
同
当
節
入
来
ニ
て
改
有
之
趣
、
申〻
伝〻
■
■

　
　

■
事〻
寺
格
尤
宗
旨
奉
行
衆
計
り
ニ
相
成
候
儀
ハ
弥
中
古
已
来
之
由
ニ
候
事

　
　
　

但〻
、
如〻
左〻
申〻
伝〻
但
、
往
古
ハ
寺
社
奉
行
衆
ゟ
宗
旨
を
も
兼
帯
ニ
候
処
、
宗

　
　
　

旨
迄
も
何
分
難
行
届
ニ
付
、
別
ニ
宗
旨
奉
行
ハ〻
引〻
相
立
引
切
受
持
ニ
相
成

　
　
　

候
由
ニ
候
、
今
私
ニ
相
考
候
処
、
正
徳
六
年
申
年
出
席
之
奉
行
ハ
寺
社
奉

　
　
　

行
と
記
録
ニ
有
之
候〻

〻
〻
へ
共
、
寺〻
其
奉
行
宗
旨
見
届
ニ
候
へ
ハ
寺
社
ゟ
宗
旨

　
　
　

兼
帯
之
儀
ニ
相
見
候
事

　

一
福
岡
ハ
受
持
毎
年
相
違
、
但
し
文
政
五
年
午
春
ゟ
六
、
七
年
已
前
は
万
行
寺

同
様
出
財
致
呉
候
ハ
ヽ
、
例
年
受
持
度
旨
役
所
江
申
出
有
之
由
、
右
文
政
五

年
春
ハ
於
徳
栄
寺
奥
判
・
血
判
共
在
之
、
但
万
行
寺
同
様
出
財
不
致
ニ
付
当

年
限
り
断
り
ニ
相
成
候
由

　

二「（
朱
筆
）
天
保
十
三
寅
年
ゟ
福
岡
ハ
徳
栄
寺
ニ
相
極
り
候
由
ニ
候
へ
共
、
全
く
左
ニ

　
　

ハ
相
成
居
不
申
事
」

　
「（
朱
筆
）
○
」福
岡
判
形
寺
毎
年
相
違
幷〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

引
切
受
持
相
立
候
事
之
事　
　
　

　

三
右
ハ
博〻

〻
〻
〻

多
之
寺
嘉
永
五
年
迄
受
持
方
一
ヶ
寺
ニ
て
無
之
処
、
同
年
ゟ
於
徳
栄

　
　

寺
相
勤
度
尤〻

〻
〻
〻

請
持
方
雑〻
費〻
段
寺
社
役
所
へ
同
寺
ゟ
申〻
出〻
願
書
差
出
ニ
相
成
候

　
　

事

　
　
　

但
、
同
寺
住
持
義
圓
ゟ
廃
候
旨
被
申
居
候
、
併
此
已
後
弥
御
定
座
ニ
相
成

　
　
　

候
哉
不
分
候

　
　

此
両〻
〻
〻
三
年
嘉
永
五
ゟ
弐
、
三
年
已
前
も
於
徳
栄
寺
判
場
相
勤
り
候
、
其
節
福

　
　

岡
年
行
司
ゟ
改
所
雑
費
と
し
て
金
壱
両
計
り
徳
栄
寺
へ
送
来
候
事

　

「（
頭
注
）
此
事
触
状
ヲ
吟
味
ス
ベ
シ
」

　
「（
朱
筆
）
○
」於
徳
栄
寺
奉
行
衆
相
伴
ニ
同
寺
法
眷
中
附
役
ゟ
上
座
ニ
て
奉〻

〻
〻
行
衆
相
伴
有

之
事

　
　

右
ハ
当
寺
ニ
て
法
眷
ゟ
奉
行
之
相
伴「（
朱
筆
）
附
衆
上
座
ニ
て
」致
候
間
、
右
ニ
準
し

　
　

被
致
候
儀
と
相
見
候
事

　

○
福
岡
判〻
場〻
改
所
之
儀
文
政
六
未
年
ハ
於
中
之
番
会
所
相
勤
候
、
其
儀
ハ
当
未



一
四
七

　
　

年
年
初
之
事
ニ
候
、
先
住
書
送
り
ニ
中
之
番
役
所
と
有
之
、
会
所
之
間
違
な

　
　

る
へ
し

　
「（
朱
筆
）
○
」奉
行
衆
江
酒
・
茶
等
差
出
候
根
元
之
事

　
　

右
ハ
往
古
ハ
奉
行
衆
も
判
形
相
済
、
直
様
本
堂
ゟ
引
取
ニ
相
成
居
候
由
ニ
候

　
　

処
、
い〻

〻
〻
〻
〻
〻

つ
之
頃
ゟ
か
中
古
当
寺
江
族
縁
有
之
仁
宗
旨
奉
行
被
相
勤
候
節
酒
・

　
　

茶
差
出
、
已
後
其
例
ニ
相
成
由
ニ
候
事
〇
但
、
一
説
ニ
ハ
其
儀
無
之
共
申
伝

　
　

候
事按

ニ
、
小
南
甚
三
郎
殿
ゟ
当
寺
十
二〻
代〻「（
朱
筆
）
世
」正
因〻
讃
江
入
縁
之
儀
有
之
、

其〻
〻
〻
〻
〻

後
小
南
弟
此
ハ
小
南
第
二
世
小
南
茂
右
衛
門
貞
種
娘
ニ
候
由
、
同
家
系

譜
ニ
相
見
候
、
右
茂
右
衛
門
殿
ハ
寛
永
十
七
年
ニ
出
生
、
元
禄
九
年
丁
丑

九
月
十
日
卒
去
ニ〻

〻
〻
〻

て
国
中
ニ
候
処
、
在
世
之
事
ハ
委
敷
不
相
知
と
同
家
系

譜
ニ
有
之
ニ
付
、
宗
旨
奉
行
被
相
勤
候
哉
ハ
只〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

今
不
相
分
候
事
此
記
録
ニ

難
書
置〻
候〻
事〻「（
朱
筆
）
載
、
御
上
之
記
録
吟
味
候
ハ
ヽ
可
相
分
事
」、
又
当
寺
江
入

縁
之
女
子
有
、
寛
文
十
一
年
辛
亥
七
月
死
ス
之〻

〻
〻
門
末
、
妙
栄
大
姉
と
号
ス

ト
、
右
小
南
家
譜
ニ
在
之
、
可
考
事〻
〇
当
寺
過
去
帳
ニ
ハ
妙
永
（
栄
）寛
文
十
一

年
七
月
十
六
日
死
去
、
第
九
世
西
秀
娘
ト
シ
テ
当
寺
も
記
録
已
前
ハ
不
分

明
ニ
候
事

　
　

「（
頭
注
・
朱
筆
）

按
ニ
、
正
徳
六
丑
年
ゟ
享
保
元
、
先
之
御
触
状
写
之
中
ニ
小
南
甚
三
郎
・

　
　
　

白
石
正
兵
衛
両
人
也
、
但
其
節
ハ
寺
社
奉
行
也
、
可
考
」

　
「（
朱
筆
）

○〻
」奉〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

行
衆
幷
附
役
酒
席
別
座
一
座
之
事

又
谷
町
住
居
有
之
候
萑
井
甚
平
ハ
当
寺
旦
縁
ニ
付
、
当
人
中
古
宗
旨
奉
行

被
相
勤
候
哉
ニ
て
相
始
り
候
哉

　

「（
以
下
傍
線
に
て
全
体
抹
消
）

右
は
往
古
ハ
不
存
、
近
年
天〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

保
七
年
頃
迄
は「（
朱
筆
）
文
政
年
中
迄
ハ
」宗
旨
奉
行
衆

　
　

と
附
役
と
ハ
別
席
ニ〻

〻
〻
〻

有
之
候
ニ
て
、
則
奉
行
衆
ハ
奥
の
間
、
附
衆
ハ「（
朱
筆
）

次
之
」

　
　

間
ニ
候
、
定
て
往
古
ゟ
其
式
ニ〻

〻
〻
〻

相
見
候
則〻
ニ
て
有
之
、
宗
旨
御
奉
行
秋
山
源

　
　

内
殿
へ
は
至
て
厳
重
成
ル
仁
ニ
候
処
、
無
礼
之
も
の
于
時
附

衆
之
事
御
奉
行
同
席
ハ

稠
敷
被　
二

相
隔〻
構　
一

候
事
、
勿
論
宗
旨
手
附
役
人〻
八
人
ハ
第
二
之
間
ニ
て
酒
肴

出　
レ

之
、
相
伴
人
は
門〻
徒〻
当
寺
旦
那
内
ニ
て
町
役
抔
相
勤
候
面
々
、
且
ハ
年

行
司
筆
役
和
田
屋
市
平
等
旦
那
ニ
付
相
招
き
、
附
衆
江
相
伴
為
致
置
候
儀
候

処
、
天
保
八
年
之
頃
右
秋
山
源
内
殿
死
去
ニ
相
成
、
其
已
後
ハ
如
何
之
都
合

ニ
候
哉
、
手
附
役
ゟ
跡
之
奉
行
衆
ニ
内
々
申
入
有
之
哉
ニ
て
、
右
死
去
已
後

ゟ
ハ
奉
行
手
附
役
一
同
奥
之
間
江
打
通
り
、
一
同
ニ
酒
・
茶
差
出
候
儀
ニ
ハ

相
成
候
事

　

△
此
処
江
秋
山
源
内
退
役
幷
ニ
死
去
書
込
可
申
事

　

〇
奉
行
衆
相
伴
へ
当
寺
幷
法
眷
中
幷
手
附
八
人
ハ
町
役
等
相
伴
事

　
　

右
ハ
奉
行
衆
相
伴
ハ
古
来
ゟ
当
寺
幷
法
眷
中
ニ
有
之
候
間
、
奥
之
間
ニ
て
相

　
　

伴
致
し
、
然
処
秋
山
源
内
殿
老〻

〻
〻
〻
〻
〻

年
ニ
及
候
節
当〻

〻
〻
り
ゟ
死
去
ノ
後
ゟ
附
衆
次
之

間
ゟ〻
〻
〻
〻

酒
中
ニ
ニ
て
一
往
酒
を
た
べ
、
夫
ゟ
酒
中
ニ
入
込
ニ
相
成
、
其
節
当
寺

幷
法
眷
中
附
衆
之
下
ニ
可　
二

相
居
ル一

遠
慮
い
た
し
候
得
共
、
源〻

〻
〻
内
殿
無
礼
の
も

の
ハ
今
被
申
承
引
無
之
、
強〻

〻
〻
て
被
法
類
動〻
座〻
座
席
相
動
き
候
儀
強
て
被
差
留

候
間
、
其〻
儘〻
ニ〻
於
此
方
も
無
理
ニ
末〻

〻
〻
席
ニ
附
衆
ゟ
下
ニ
着
席
難
成
、
其
儘
ニ

相〻
〻
〻
〻
〻

成
居
り
候
致
座
席
候
事
、
其
後
万
行
寺
ゟ
も
法
眷
中
江
対〻
し〻
何
分
座
席
不

都
合
之
旨
申
候
へ
共
、
少
々
わ
き
み
も
有
之
、
一
向
附
衆
ゟ
下
座
も
不
致
奉

行
之
相
伴
致
し
、
根
元
主
客
之
次
第
も
不
相
立
、
不
分
り
ニ
相
聞
へ
候
事
」

　

一
宗
判
ニ
付
弐
文
切
之
始
之
事

　
　
　
　
　

覚



一
四
八

　

一
当
寺
境
内
惣
坪
数
土
手
・
薮
之
分
共
ニ
、
弐
千
四
百
七
拾
壱
坪
之
内
千
六
百

　
　

三
拾
三
坪
は
年
々
地
主
銀
致
上
納
候
、
然
ル
処
旧
年
ゟ
津
中
春
秋
両
度
宗
旨

　
　

判
形
御
改
メ
役
場
年
々
相
受
持
来
候
ニ
付
、
頭
壱
人
ニ
付
壱
門
宛
り
切
立
右

　
　

地
主
銀
上
納
被
致
助
勢
呉
候
、
残
分
台
所
ゟ
上
納
い
た
し
候
処
、
当
寺
不
如

　
　

意
ニ
付
講
中
評
儀
之
上
右
頭
壱
文
切
ニ
壱
文
相
増
、
都
合
頭
弐
文
切
ニ
被
成

　
　

下
候
様
、
寛
政
十
三
酉
春
両
年
行
司
伊
藤
惣
右
衛
門
殿
・
井
上
鉄
次
殿
及
内

　
　

談
候
処
、
月
行
司
之
面
々
篤
と
可
及
相
談
ニ
由
内
意
被
申
聞
、
依
て
同
年
二

　
　

月
四
日
松
原
若
藤
屋
ニ
お
ゐ
て
、
月
行
司
衆
中
幷
惣
代
両
人
相
招
、
出
会
之

　
　

上
藍
屋
徳
兵
衛
此
徳
兵
衛
ト
申
人
当
寺
門
徒
ニ
て
ハ
無
之
、
櫛
田
前
町
年
寄

ニ
て
旦
縁
有
之
ニ
付
、
世
話
人
指
加
へ
諸
事
心
配
相
頼
候　

・
油
屋
荘
七

　
　

・
米
屋
幸
助
・
釜
屋
半
平
・
松
葉
屋
勘
右
衛
門
、
五
人
之
面
々
被〻
下〻
ゟ
前
段

之
趣
及
相
談
候
処
一
統
被
致
承
知
、
同
月
十
一
日
於
櫛
田
宮
大
宮
司
江
津
中

年
寄
衆
出
会
有
之
、
月
行
司
衆
中
幷
藍
屋
徳
平
殿
ゟ
示
談
有
之
候
処
、
何
れ

も
快
聞
届
相
成
候
、
依
て
当
酉
年
ゟ
頭
弐
文
切
ニ
相
極
メ
、
永
代
万
行
寺
地

主
銀
上
納
之
分
介〻
助
勢
と
惣
代
衆
ヲ
以
両
年
行
司
よ
り
被
相
定
候
事

　
　
　
　

寛
政
十
三
酉
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
中
月
行
司
連
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤

鏡
丁
年
寄

次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣

市
小
路
町
下右

衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箔
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善

薄
屋
番

平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉

土
居
町
下
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊

妙
楽
寺
前
町平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉

西
町
濱

平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長

官
内
町

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊

中
小
路
町
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳

赤
間
町

次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亦

辻
堂
町
上
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
代
衆
両
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
平

　
　
　
　

別
帳
面
々
茶
代
出
銅
之
事

　
　

春
秋
両
度
宗
旨
判
形
御
改
メ
役
場
相
受
持
候
ニ
付
、
地
主
銀
助
勢
之
儀
両
年

　
　

行
司
始
メ
津
中
年
寄
衆
中
へ
及
相
談
、
壱
文
切
増
し
銭
之
儀
相
調
、
当
酉
年

　
　

ゟ
頭
弐
文
切
ニ
相
成
候
、
依
之
御
用
聞
別
帳
之
面
々
へ
も
右
之
御
助
勢
被
成

　
　

下
度
段
、
同
酉
二
月
番
頭
針
屋
甚
平
殿
・
源
介
殿
以
両
人
頼
入
候
処
、
何
れ

　
　

も
承
知
有
之
、
茶
代
と
し
て
壱
人
弐
百
文
宛
出
銅
有
之
候
、
尤
春
宗
旨
御
改

　
　

之
砌
廻
状
仕
、
当
寺
ゟ
切
立
申
候
、
則
廻
章
左
之
通
ニ
候
事

　
　
　
　

廻
章
控

　
　

以
書
状
得
貴
意
候
、
各
様
弥
御
安
全
御
暮
被
成
珍
重
奉
存
候
、
然
は
兼
て
御

　
　

相
談
申
上
度
候
通
、
乍
御
苦
労
御
茶
料
御
壱
人
前
弐
百
文
宛
御
出
銅
可
被
下

　
　

奉
頼
候
、
以
上

　
　
　
　

酉
四
月　
　
　
　
　
　
　
　

万
行
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
所

　
　
　
　
　

大
賀
甚
之
丞
様

　
　
　
　
　

大
賀
善
之
進
様



一
四
九

　
　
　
　
　

松
永
徳
右
衛
門
様

　
　
　
　
　

長
崎
屋
幸
左
衛
門
様

　
　
　
　
　

柴
藤
善
右
衛
門
様

　
　
　
　
　

山
際
九
平
様

　
　
　
　
　

石
蔵
屋
嘉
六
様

　
　
　
　
　

礒
の
善
右
衛
門
様

　
　
　
　
　

白
水
水
（
マ
マ
）長
左
衛
門
様

　
　
　
　
　

末
次
与
左
衛
門
様

　
　
　
　
　

嶋
井
久
右
衛
門
様

　
　
　
　
　

米
屋
九
郎
右
衛
門
様

　
　
　
　
　

神
屋
善
四
郎
様

　
　
　
　
　

練
屋
九
郎
右
衛
門
様

　
　

右
之
通
り
ニ
御
座
候
条
、
追
々
改
名
之
義
有
之
候
へ
ハ
年
々
相
廻
り
候
廻
文
、

　
　

前
年
之
廻
文
壱
通
ハ
控
ニ
取
置
候
事

　
　
　
　

当
寺
内
畠
下
札
之
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万

祇
園
町
下
行
寺
抱

　

一
畠　

坪
数
千
五
百
三
拾
壱
坪

　
　
　
　

壱
坪
ニ
付
壱
分
五
厘
掛
り

　
　
　
　

地
主
銀
弐
百
廿
九
匁
六
分
五
厘

　
　
　

外
ニ

　

一
坪
数
八
百
三
十
八
坪　
　
　
　
　

同
寺

　
　
　
　

但
し
、
表
口
四
間
弐
尺
、
入
十
七
間　

券
帳
前

　
　
　
　

道
之
事
幷
次
ニ
平
横
三
十
弐
間
半
、
入
七
間
半

　
　
　
　

夫
ゟ
横
三
十
間
半
、
入
十
七
間
五
寸
七
歩　

諸
物
成

　
　
　
　

御
免
寺
地

　

一
同
百
弐
坪
は

　
　
　
　

但
、
土
手
・
薮
之
分
、
此
以
後
も
薮
銀
計
出
ル

　
　
　
　

地
主
畠
売
渡
し
証
拠
之
写

　
　
　
　
　
　

証
拠
之
事

　

一
祇
園
町
下
ニ
て
新
抱
地
主
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通
り

　

一町屋
敷
尻
境
次
ニ
て

地
主
畠
九
十
坪
は

　
　
　

右
之
地
主
畠
拙
者
所
縁
仕
居
申
候
処
、
貴
僧
様
御
望
ニ
付
代
銭
弐
百
目
ニ

　
　
　

売
渡
し
、
代
銭
受
取
申
候
処
相
違
無
御
座
候
、
御
役
所
御
帳
面
御
勝
手
次

　
　
　

第
ニ
御
直
シ
可
被
成
候
、
被
仰
聞
次
第
罷
出
可
申
候
、
右
地
主
地
ニ
付
少

　
　
　

し
も
出
山
之
儀
無
御
座
候
、
為
後
年
年
寄
奥
判
被
遣
置
候
、
為
証
拠
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
主
畠
売
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祇
園
町
下
山
崎
勘
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
人　
　

山
崎
長
兵
衛

　
　
　
　
　

安
永
弐
年
七
月

　
　
　
　
　
　

万
行
寺

　
　
　
　
　
　
　
　

正
清
様　

　
　
　

右
之
通
り
相
違
之
儀
無
御
座
候
、
町
中
相
障
申
儀
無
御
座
候
条
、
御
役
所

　
　
　

御
帳
面
御
勝
手
次
第
御
直
可
被
成
候
、
為
其
奥
書
如
件

　
　
　
　
　

同
年
七
月　
　
　
　
　
　

同
町
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
七
判



一
五
〇

　
　

万
行
寺
龍
城
云
、
伊
藤
惣
右
衛
門
と
申
ハ
只
今
三
笠
屋
千
右
衛
門
ノ
方
也
、

　
　

井
上
鉄
次
と
申
ハ
辻
堂
町
ニ
て
只
今
之
米
屋
又
七
方
也

　

〇
又
壱
通
左
之
通

　
　
　
　

但
し
、
此
分
竹
若
番
左
官
正
吉
之
手
元
江
有
之
を
、
十
七
世
曇
龍
江
吟〻

　
　
　
　

味〻
〻
〻
之
節
差
出
候
哉
と
相
見
候
事

　
「（
朱
筆
）
写
」

　

一
今
度
御
寺
不
如
意
ニ
付
世
話
講
中
詮
儀
仕
候
処
、
前
々
ゟ
御
寺
ニ
て
大
印
（
マ
マ
）判

　
　

御
座
候
処
、
博
多
津
中
よ
り
人
足
壱
人
ニ
付
銭
壱
文
宛
出
来
候
処
、
是
以
意

　
　

味
違
な
る
儀
御
座
候
間
両
年
行
司
衆
へ
相
談
仕
候
処
、
御
同
人
ゟ
流
々
之
月

　
　

行
司
江
申
合
御
相
談
可
有
御
座
段
被
仰
聞
候
間
、
早
速
油
屋
正
七
・
米
屋
幸

　
　

助
両
人
を
以
内
談
仕
置
、
寛
政
十
三
年
酉
二
月
四
日
松
原
若
藤
屋
へ
召
寄
せ
、

　
　

油
屋
正
七
殿
・
米
屋
幸
助
殿
へ
釜
屋
半
平
殿
・
松
葉
屋
勘
右
衛
門
殿
・
藍
屋

　
　

徳
兵
衛
殿
相
談
掛
り
候
処
、
博
多
津
中
月
行
司
中
・
惣
代
衆
も
聞
通
有
之
候

　
　

間
、
二
月
十
一
日
博
多
津
中
年
寄
中
江
右
之
段
藍
屋
徳
兵
衛
殿
・
惣
月
行
司

　
　

中
ゟ
櫛
田
出
雲
殿
方
ニ
て
相
談
有
之
候
処
、
皆
年
寄
中
快
く
聞
通
り
被
成
候
、

　
　

其
上
両
御
年
行
司
ゟ
惣
代
を
以
申
渡
し
有
之
候
、
大
判
之
節
万
行
寺
永
代
相

　
　

渡
ス
分
頭
壱
人
ニ
弐
文
当
り
永
代
相
極
メ
之
事

　
　
　
　

寛
政
十
三
年
酉
二
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
惣
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
鉄
次
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
多
津
中
月
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
鏡
町
年
寄次
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
市
小
路
町
下

吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箔
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
薄
屋
番平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
土
居
町
下平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
妙
楽
寺
前
町
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
西
町
は
ま平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
官
内
町八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
魚
之
町
上右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳
赤
間
町
下次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
辻
堂
町
上右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
代
衆
両
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
平

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
多
惣
年
寄
中

　
　

前
書
之
通
相
極
メ
候
ニ
付
、
御
用
聞
之
衆
江
は
番
頭
針
屋
甚
平
殿
・
源
助
殿

　
　

両
人
を
以
御
相
談
ニ
及
候
処
、
御
聞
通
之
上
永
代
判
形
之
節
御
壱
人
前
弐
百

　
　

文
当
り
御
出
し
被
成
候
様
ニ
相
極
メ
候
事

　
　
　
　

酉
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
賀
甚
之
丞
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
賀
善
之
進
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
永
徳
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
崎
屋
幸
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
藤
善
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
際
九
平
殿



一
五
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
蔵
屋
嘉
六
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

礒
野
善
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
水
長
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
次
与
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
井
久
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
屋
九
郎
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
屋
善
四
郎
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

練
屋
九
郎
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆

　

一
由
緒
記
ニ
曰
、
文先住

之
作
政
九
年

　

一
年
々
御
用
席

　
　

年
々
両
度
宗
旨
御
改
之
時
、
宗
旨
血
判
と
も
当
寺
一
寺
に
て
相
弁
し
来
ル
、

　
　

此
事
何
レ
之
時
よ
り
始
れ
る
や
未　
レ

詳
、
い
つ
の
頃
よ
り
か
津
中
の
人
別
壱

　
　

銭
ツ
ヽ
出
し
、
又
誓
詞
血
判
組
の
町
人
よ
り
弐
拾〻「
銭
（
朱
筆
）」目
宛
を
出
し
万
行
に

寄
す
、
し
か
の
み
な
ら
す
薄
へ
り
四
、
五
拾
枚
を
施
し
損
す
れ
は
又
新
に
す
、

寛
保
三
年
亥
三
月
大
乗
寺
と
川
端
町
上
境
諍
の
時
間
数
御
改
有
之
、
津
中
之

寺
院
内
畠
割
出
し
に
な
り
し
、
已
来
人
別
壱
銭
ツ
ヽ
増
し
に
な
り
今
以
違
ハ

す
、
其
時
の
年
行
司
は
伊
藤
惣
右
衛
門
・
井
上
鉄
次
、
頃
ハ
享
和
三
年
な
り

　
　
　

龍
城
曰
、
此
中
御
用
席
之
始
り
は
正
徳
六
年
申
已
来
之
儀
ニ
候
、
其
已
前

　
　
　

も
当
寺
ニ
お
ゐ
て
御
改
有
之
哉
、
古
来
之
御
触
状
吟
味
可
致
ス
事

　
　

又
壱
文
切
之
事
ハ
正
徳
六
已
後
早
々
と
相
見
候
、
正
因
師
之
同
年
之
記
録
ニ

　
　

其
文
有
之
候
歟

　
　

又
弐
文
切
之
事
は
前
段
之
通
寛
政
十
三
酉
春
相
始
り
候
処
、
先
住
之
文
言
ニ

　
　

右
之
通
享
和
三
年
と
候
は
間
違
と
相
見
へ
候
、
但
シ
旧
記
之
内
ニ
て
所
覧
有

　
　

之
儀
ニ
候
哉
、
其
頃
は
久
し
き
無
住
ニ
て
記
録
も
無
之
、
前
段
弐
文
切
之
書

　
　

付
ケ
左
官
正
吉
ゟ
持
出
し
候
程
之
儀
ニ
て
、
旧
記
は
無
之
と
相
聞
へ
候
、
定

て
覚
違
ニ
も
候
半
哉
、
〇
按
ニ
寺
格
録
之
中
ニ
享
和
三
年
と
有
之
、
是
ハ
全

ク
先
住
老
人
之
噂
を
聞
置
被
認
置
候
儀
ニ
付
間
違
ニ
候
事
、
右
寛
政
十
三
酉

春
之
儀
ハ
両
書
ニ
急
度
年
月
相
見
へ
候
事

　

一
当
寺「（
朱
筆
）
江
諸
宗
寺
院
奥
判
受
持
之
儀
幷
」地
主
銀
之〻

〻
〻
上
納
年
々
年
行
司
江
上
納

　
　

相
頼
候〻
度
願
一
件

　
　
　
　

奉
願
上
口
上
覚
願

　
　

内
畠
墓
所
ニ
相
成
居
申
候
処
、
旧
冬（
空
白
）

之
御
願
申
上
候
処
、
御
免
と
申

儀
は（
空
白
）

居
申
候
故
、
御
許
容
不
被
仰
付
候
段（
空
白
）

被
仰
渡
奉
畏
候
、

右
墓
所
ニ
付
作（
空
白
）

候
故
御
上
納
心
当
無
御
座
乍
恐（
空
白
）

居
申
候
、
併

御
上
納
之
事
故
色
（々
空
白
）

、他
借
ヲ
以
去
年
分
は
旧
冬
漸（
空
白
）

ゟ
津
中

宗
旨
春
御
改
血
判（
空
白
）

改
共
毎
年
拙
寺
請
切
ニ
相
成（
空
白
）

候
、
尤
為
礼

銀
津
中
切
立
ヲ
以
年
（々
空
白
）

三
匁
充
年
行
司
衆
ゟ
被
相
渡（
空
白
）

居
申
候
、

殊
ニ
近
年
ハ
同
日
ニ
寺
院
奥
判（
空
白
）

受
持
、
諸
宗
寺
院
迄
も
大
勢（
空
白
）

申
候
故
、
掃
除
万
端
畳
表
替
等（
空
白
）

頃〻「（
朱
筆
）
仕
」儀
ニ
御
座
候
、
惣
て
大
寺

之
儀
ニ
御
座（
空
白
）

最
早
古
ヒ
申
人〻
は〻「（
朱
筆
）
候
得
は
」、常
々
諸
所
損
シ（
空
白
）

手
入
等
も
困
窮
仕
候
、
其
上
右
地
主
銀（
空
白
）

拾
目「（
朱
筆
）
余
」年
々
上
納
仕
候
、

誠
ニ
貧
（
空
白
）

ニ
御
座
候
得
は
難
相
調
、
別
て
大
切
之（
空
白
）
「（
朱
筆
）
納
」之
儀

無
覚
束
年
々
乍
恐
心（
空
白
）

年
々
他
借
ヲ
以
御
上
納
仕
候
処
、（
空
白
）

去

年
分
旧
冬
上
納
ゟ
借
り
立
も（
空
白
）

福
岡
町
心
易
間
柄
よ
り
引
当（
空
白
）

屋

敷
借
受
御
札
高〻「（
朱
筆
）
馬
」銀
拝
借
仕（
空
白
）

旧
冬
漸
相
仕
舞
候
へ
共
、
右
年
賦



一
五
二

（
空
白
）

ゟ
元
利
御
上
納
仕
事
ニ
御
座
候
上（
空
白
）

御
上
納
之
手
当
無
覚
束

奉
存
上
候
、
拾
三
匁
も
切
立
之
内
ゟ
右
之
通
相（
空
白
）

居
申
候
、
就
夫
此

節
宗
旨
判
形
仕
候（
空
白
）

一
ヶ
年
ニ
一
度
壱
人
ニ
壱
銭
充
切
立
ニ（
空
白
）

惣
人
数
分
年
行
司
衆
ゟ
被
相
渡（
空
白
）

仰
付
被
為
下
候
ハ
ヽ
、
銀
弐
百
目

余（
空
白
）

御
座
候
条
、
其
分
拙
寺
江
受
取
置
不（
空
白
）

年
行
司
衆
江
預
ヶ

置
、
直
ニ
銀〻「（
朱
筆
）
地
」主
銀（
空
白
）

ニ
被
引
次
、
尚
不
足
分
寺
ゟ
足
銀（
空
白
）

御

座
候
得
は
、
丈
夫
ニ
御
上
納
仕
事
ニ
、
今
程
町
々
痛
ニ
御
座
候
へ
共
、
右
之

通（
空
白
）

壱
銭
充
切
立
相
増
候
条
、
右
之
段
御
救
と（
空
白
）
「（朱
筆
）被思
召
歟
」

上
、
願
之
通
此
節
ゟ
被
仰
付
被
為（
空
白
）

重
畳
御
慈
悲
と
難
有
奉
存
上
候
、

偏
ニ
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　

丑
二寅ヵ
、本
ノ
マ
ヽ

月-

享
保
十
九
（
丑
）「

八
（
朱
筆
）」寅

ナ
ル
ベ
シ
、
今
程
町
々
痛
ミ
有
之
、

又
去
年
分〻
幷
五
ヶ
年
賦
ノ
コ
ト
ア
リ

　

〇
外
ニ
左
通〻「（
朱
筆
）

之
」一
通
相
添

　
　
　
　
　
　

博
多
津
中

　
　

一
男
七
千
八
百
三
拾
九
人　
　

十
一
歳
已
上

　
　
　

女
五
千
三
百
三
拾
壱
人　
　

右
同
断

　
　
「（
頭
注
・
朱
筆
）

此
人
数
年
行
司
か
宗
旨
方
ニ
て
調
子
候
へ
ハ
、
願
書
之
年
月
相
分
ル
也
」

　
　

右
願
書
丑
二
月
と
計
り
有
之
年
号
不
相
分
丑〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

二
月
と
計
り
有
之
、
但
シ
大
判

　
　

之
儀
当
寺
ニ
お
ゐ
て「（
朱
筆
）
請
持
来
り
候
と
有
之
、
右
」受
持
来
候
義
は
、
正
徳
六

　
　

申
年
已
来
ニ
候
へ
は
、
右
已
後
之
処
丑
年
之
年
暦
左
ニ
相
当
り
候
、
享
保
六

　
　

年
、
同
十
八
年
、
延
享
弐
年
、
宝
暦
七
年
、
明
和
六
年
、
天
明
元
年
、
寛
政

　
　

五
年
、
文
化
弐
年
、
同
十
四
年
ニ
相
当
り
候
此
已
後
ハ
十
七
世
曇

龍
住
職
ニ
付
除
ク

　

〇
然
ニ
正
徳
六
年
之
記
録
ニ
、
同
年
閏
二
月
廿
八
日
博
多
津
中
血
判
於
当
寺
相

　
　

勤
メ
、
寺
社
奉
行
船
曳
與
左
衛
門
・
竹
田
安
右
衛
門
両
人「（
朱
筆
）
往
古
ハ
寺
社
奉

　
　

行
ゟ
寺
社
・
宗
旨
兼
帯
之
由
ニ
候
」当
寺
江
出
座
、
已
来
毎
年
春
秋
家
別
ニ

　
　

一
銅
充
寺
納
と
有
之
候
へ
は
、
享
保
六
年
丑
年
ニ
願
立
候
願
書
歟
、
正
徳
六

　
　

年
は
享
保
元
年
ニ
候
へ
は
、
同
年
ゟ
右
六
年
目
也〻
ニ
享
保
六
相
願
候
も
の
歟
、

　
　

御〻
〻
〻
役
所「（
朱
筆
）
御
上
之
御
」記
録
追
々
承
合
可
申
事

　

〇
右
願
書
之
内
ニ
壱
人
壱
銭
ツ
ヽ
切
立
と
申
文
言
相
見
へ
、
其
末
ニ
て
壱
銭
充

　
　

り
切
立
相
増
候
条
と
有
之
候
得
は
、
正
徳
六
家
別
壱
銭
ト
は
致
相
違
ニ
付
、

　
　

其
後
ニ
願
候
哉
〇
按
、
此
願
享
保
十
九
年
寅
ナ
ル
ヘ
シ
、
享
保
十
八
丑
年
之
地
主
銀
、
同
翌

寅
年
七
月
廿
七
日
ニ
正
因
師
ゟ
被
相
納
、
同
年
六
月
廿
七
日
ニ
五
ヶ
年
賦

　
　
ニ
て
地
主（銀
脱
）上納

被
仰
付
た
る
事
有
之
ゟ
考
候
へ
ハ
、
多
分
享

保
十
九
年
と
相
聞
儀
、
其
へ
右
願
書
之
中
ニ
相
見
候
、
可
考

　

〇
又
由
緒
記
文
政
九
年
之
分

曇
龍
作

　
　

年
々
御
用
席
の
下
ニ
曰
、
寛
保
三
亥
三
月
大
乗
寺
と
新
川
端
町
と
境
論
之
節

　
　

ゟ
人
別
壱
銭
増
ニ
相
成
、
其
時
の
年
行
司
ハ
伊
藤
惣
右
衛
門
・
井
上
鉄
次
、

　
　

頃
は
享
和
三
年
な
り
と
有
之
、
此
頃
之
事
ニ
候
哉

　
　
　

此
由
緒
記
文
不
分
り
也
、
寛
保
三
亥
三
月
刻
出
ハ
年
行
司
ハ
右
之
名
前
ニ

　
　
　

無
之
、
当
山
寺
地
坪
数
一
件
之
中
ニ
て
在
之
、
見
合
可
申
、
又
此
一
条
を

　
　
　

は
只
今
享
和
三
年
と
い
ふ
、
如
何
之
儀
哉
、
不
相
分

　

又
博
多
男
女
人
数
高
之
事

　
　

正
因
師
記
録
ニ
、
享
保
十
七
子
三
月
ゟ
同
十
八
丑
八
月
迄
両
市
中
現
存
人
御

　
　

改
人
高
弐
十
五
万
三
千
八
百
五
十
三
人
内〻
処
ゟ
、
博
多
市
中
分
壱
万
三
千
弐

　
　

人

　
　

内　

男
七
千
四
百
三
十
五
人

　
　
　
　

女
五
千
五
百
六
十
七
人

　
　

と
候
得
は
、
右
願
書
之
奥
之
人
高
ニ
大
体
合
ひ
申
候
ニ
付
、
此
願
書
ハ
享
保



一
五
三

　
　

十
八
年
当
り
之
願
出
歟

　
「（
朱
筆
）
○
」寺
内
帳
へ
相
添
人
高
目
録
差
出
候
一
件

　
　

右
は
於
当
寺
古
来
無
之
と
相
見
、
已
ニ
十
八
世
龍
城
未
タ
部
屋
住
之
頃
迄
此

　
　

事
見
当
り
不
申
候
処〻
、「（
朱
筆
）
勿
論
年
中
行
事
ニ
も
認
方
之
儀
書
送
り
無
之
処
」拙〻

僧
は
如
何
之
都
合
ニ
候
哉
、
其
節
記
録
方
受
持
候
僧
自
己
之
取
計
を
以
、
天

保
九
年
戌
二
月
ニ
左
之
通
相
認
差
出
し
、
夫
ゟ
天
保
十
三〻

〻
〻
年
寅
二
年
丑
二
月

迄
年
々
差
出
居
候
処
、
同
年
川
口
妙
行
寺
ニ
お
ゐ
て
ハ
右
人
高
目
録
差
出
不

申
旨
噂
ニ〻
付〻
有
之
、
殊
之
外
手
数
ニ
付
於
当
寺
も
同
様
已〻
後〻
翌
卯〻
寅
年
ゟ
相

止
メ
候
事
、
右〻
天
保
九
戌
年
ハ
十
八
世
龍
城
住
職
中
ニ
候
事
、
已
来
相
止
メ

可
申
事
○
但
、
中
古
ハ
認
候
儀
有
之
と
相
見
へ
、

天
保
九
年
之
書
送
ニ
有
之
候
事

　
　

右
人
高
目
録
文〻
言〻
書
法
如
左

　
　
　
　
　

寺
内
人
数
目
録

　
　
　

合
人
数
四
拾
壱
人
内　
　
　

出
家
八
人　

男
四
人　
　

女
弐
拾
九
人

　
　

一
出
家　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
人
拾
弐
歳
以
上

　
　

一
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
人
拾
弐
才
以
下

　
　

一
男
子　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
人
拾
弐
才
以
上

　
　

一
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
人
拾
弐
才
以
下

　
　

一
女　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
拾
弐
人
拾
弐
才
以
上

　
　

一
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
人
拾
弐
才
以
下

　
　
　

右
之
通
相
違
之
儀
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　

天
保
九
年　
　
　
　
　
　

万
行
寺

　
　
　
　
　
　
　

戌
二
月　
　
　
　
　
　
　

龍
城

　
　
　
　
　
　

秋
山
源
内
殿

　
　
　
　
　
　

久
野
甚
平
殿

　
　
　
　
　

〆

　

○
附
役
衆
判
形
已
前
控
抔
之
事

　
　

右
ハ
■
近〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

年
如
何
相
成
候
哉
院
主
之
儀
古
来
如
何
相
成
居
候
哉
、
聢
と
座
席

も
不
相
定
、
附
衆
い
つ
れ
も
本
堂
之
方
江
被
参
見
合
ニ
被
相
居
候
、
其
故
ハ

隔
年
ニ
順
正
寺
・
妙
静
寺
江
奉
行
衆
判
形
前
、
休
息
之
節
附
衆
も
休
息
等
有

之
哉
ニ
て
、
当
寺
江
判
形
前
ニ
被
参
候
附
衆
ハ
両
三
人
ニ
候
得
は
、
強
て
相

定
り
候
場
所
も
無
之
、
多
分
半
鐘
之
下
宛
り
江
横
堂
之

前
之
間
着
席
之
由
ニ
候
、
然

処
嘉
永
元
年
之
頃
奉
行
衆
両
寺
江
休
息
無
之
、
直
ニ
当
寺
江
入
込
有
之
ニ
付
、

附
衆
も
相
揃
八
人
追
々
ニ
相
見
へ
、
同
年
ゟ
本
堂
之
西
横〻
ニ
て
横
堂
江
被
相

控
候
事

　
　
　

其
節
茶
・
黒
豆
之〻
類〻
等
差
出
置
候
事

　

○
奉
行
衆
幷
附
役
衆
酒
席
同
列
之
事

　
　

右
ハ
文
政
年
中
迄
ハ
両〻
奉
行
衆
は
奥
之
間
、
附
衆
は
次
之
間
ニ
て
酒
差〻

〻
〻
出
候
、

　
　

酒〻
〻
〻
来
り
■
往〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

古
ゟ
左
ニ
可
有
之
候
、
然〻

〻
〻
〻
〻
〻

ニ
右
文
政
年
中〻

〻
〻
〻
〻

之
処
存
も
差
出
居
候
、

　
　

右
次
之
間
酒
半
ニ
も
至〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

り
候
節
ゟ
頃
ゟ
間〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

之
ふ
す
ま
ヲ
阻
テ
ニ
相〻

〻
〻
〻

立
居
候
、

　
　

至
り
候
頃
ゟ
上
之
間
之
ふ
す
ま
ヲ
取
除
ケ
、
奉
行
衆
之
処
江
同〻
〻
〻
〻

間
ニ
被
打
混

　
　

し
一
緒
ニ
同
間
ニ
て
酒
被
給〻
相
用
候
事
、
然
ニ
天
保
二
年
卯
秋
判
ゟ
最
初
ゟ

　
　

直
ニ
上〻
之〻
奥
之
間
江
一
同
列
席
有
之
御〻

〻
〻
酒
御
酒
飯
等
差
出
候
事

　
「（
朱
筆
）
〇
」奉
行
衆
相
伴
人
幷
附
衆
取
持
人
之
事

　
　

右
ハ
古
来
奉
行
衆
相
伴
ハ
、
於
奥
之
間
当
寺
幷
法
眷
四
ヶ
寺
光
圓
・
覚
永

善
照
・
正
光
ニ
候〻



一
五
四

　
　

処〻
有
之
候
事
、
附
衆
ハ
於
次
之
間
当
寺
門
徒
之
内
ニ
て
町
役
等
相
勤
候
入
魂

　
　

之
も
の
等〻
相
頼
、
相〻
伴〻
取
持
為
致
候
事
、
然
処
右
天
保
二
卯
年
秋
判
ゟ
奉
行

　
　

衆
と
附
衆
と
最
初
ゟ
同
席
ニ〻

〻
〻
相
成
候〻

〻
〻
〻
〻
〻

ニ
付
次
之
間
ニ
て
酒
被
相
用
候
ニ
付
、

　
　

次
之
間
取
持
不
入
用
ニ
相
成
候
事〻
得
共
、
当
寺
講
中
又
ハ
旦
那
内
之
町
役
等

　
　

ニ
取
持
相
頼
候
事

　
「（
朱
筆
）
〇
」当
寺
幷
法
眷
中〻
■
四
ヶ
寺
共
附
衆
上
座
ニ
て
相
伴
之
事

　
　

右
ハ
往〻
古
ゟ〻
来
右
之
仕
来
り
ニ
有
之
、
天
保
二
卯
秋
奉〻

〻
〻
〻
〻

行
衆
江
同
間〻

〻
〻
ニ
て
附

　
　

衆
八
人
、
奉
行
衆
同
間
ニ
て
酒
飯
差
出
候
節
も
、
矢
張
り
如
古
来
当
寺
幷
法

　
　

眷
四
ヶ
寺
附
衆
ゟ
ハ
上
座
ニ
て
相
伴
致
候
事
、
但
シ
附
衆
同
間
ニ
入
組
之
上

　
　

ハ
相
伴
ハ
可
為
下
座
事
勿
論
ニ
候
へ
共
、
秋
山
源
内
殿
ゟ
此
儀
於
酒
席
稠
敷

　
　

被
差
留
候
ニ
付
古
来
之
儘
ニ
て
相
伴
候
事
、
法
眷
中
江
も
御
■
差
出
候
事

　
　

　
　

　
「（
朱
筆
）
〇
」法
眷
四
ヶ
寺
相
伴
相
止
メ
候
事

　
　

右
ハ
古
来
相
招
来
候
儀
ニ
候
へ
共
、
根
元
万
行
寺
ニ
て
判〻
〻
〻
〻

場
判
形
酒〻
席〻
大
判

　
　

之
節
類
外
取
持
有
之
旨〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

を
以
歟
之
旨
を
、
右
ニ
付
て
ハ
奉
行
衆
手
附
役
も
兎

　
　

角
万
行
寺
江
入
魂
ニ
相
成
、
就
て
ハ
於
役
所
出
方
判
形
改〻

〻
〻
〻

等
之
儀
之
節
同
寺

之
処
ハ
取〻
〻
〻
締
も
延
引
も
可
致
、
右
入
魂
ニ
相
成
候
ニ
付
て
ハ
其
宛
り
取
締
り

も
難
致
儀
ニ
も
成
行
、御
用
難
相
弁
、此〻
〻
〻
〻

節
も
相
星
順
を
以
如
古
来
余
之
寺
々

　
　

ニ
て
も〻
判
場
受〻
持〻
相
勤
さ
せ
候
へ
ハ
、
其〻

〻
〻
〻
〻

儀
も
印
形
自
ら
御
用
弁
ニ
も
可
相

　
　

成
旨
歟
を
以
、
野
坂
利
右
衛
門
殿
ゟ
御
城
代
頭
衆
江
弘
化
三
午
年
頃
被
申
出

　
　

候
由
ニ
て
、
判
場
も
星
順
ニ
相
成
候
事
ニ
候
、
依
之
其〻
後〻
嘉〻
翌〻
午
・
未
申〻
両

　
　

年
は
他
寺
ニ
て
判
場
被
引
受
候
処
、
戌〻
右
弘
化
三
年
ゟ
三
年
目
嘉
永
元
申
年

　
　

ニ
至
り
、
前〻
又
々
当
寺
江
受
持
方
之
儀
前
顕
之
通
寺
社
方
ゟ
触
達
有
之
候
、

　
　

右
万
行
寺
ニ
て
ハ
物
入
強
く
手
附
役
心
易
く
相
成
候
等
之
儀
ハ
、
其
節
寺
社

　
　

奉
行
東
郷
三
九
郎
殿
ゟ
直
ニ
万
行
寺
江
噂
有
之
候〻
事〻
に
付
承
知
致
候
事
、
右

　
　

ニ
付
嘉
永
元
申
春
右〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ニ
付
法
眷
四
ヶ
寺
相
伴
之
儀
ハ
諸
中
ゟ
も
右〻
御
改
於
当

　
　

寺
受
持
ニ〻

〻
〻
付
此
候
処
、
講〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

中
ゟ
万
事
此
節
ゟ
改
正
い
た
し
候
様〻

〻
〻
〻
〻
〻

相
改
候
様
申

　
　

出〻
〻
〻
〻

於
従
来
法
眷
相
伴
之
儀
殊〻

〻
〻
之
外
講
中
多
く
講〻
中〻
不
随
喜
ニ
も
有
之
致〻
シ〻
、

　
　

此
度
ゟ
已
来
共
ニ
相
止
メ
候〻
様〻
申〻
出〻
可
申
、
此
儀
院
主
不
承
知
ニ
候
ハ
ヽ
、

　
　

万
事
心
配
相
断
り
候
段
申
出
候〻
ニ〻
付〻
、
於
万
行
寺
も
宗
旨
奉
行
衆
前
段
申
立

　
　

之
次
第
も
候
、
旁
無
拠
法
眷
相
伴
之
儀
、
嘉
永
元
申
春
御
改
已
来
相
止
メ
置

　
　

候
事

　

〇
院
主
相
伴
相
止
メ
候
事

　

一
嘉
永
元
申
御
改
ゟ
法
眷
中
相
伴
も
無
之
、
勿
論
於〻
〻
〻
〻

当
寺
ハ
於
当
寺
判
形〻
席〻
場

　
　

之
儀
ハ
根
元
津
中
ゟ
借
受
ニ
も
可
有
之
候
、
殊
ニ
相
伴
ハ
年
行
司
ゟ
可
致
事〻

　
　

次
第
ニ
も
可
有
之
ニ
付
、
旁
以
万
行
寺
ニ
も
右
相
伴
当
年
ゟ
相
止
メ
候
事

　
　
　

但
、
取〻
持〻
挨
拶
幷
取
持
等
ハ
い
た
し
候
事
、
依
之
脇
郡
ハ
不
相
居
候
、
尚〻

　
　
　

又〻
〻
〻
附
衆

　

〇
右
ニ
付
院
主
儀
同
年
ゟ
附
衆
之
末
ニ
て
取
持
い
た
し
候
、
乍
去
古
来
附
衆
上

　
　

座
ニ
居
り
候
上
御
礼
式
も
有
之
ニ
付
、
附
衆
ゟ
奉
行
衆
之
横
座
ニ
て
已
前
之

　
　

通
り
ニ
相
居
り
取
持
候
様
挨
拶
有
之
間
、
其
節
ハ
別
儀
ニ
上〻
座〻
附
衆
ゟ
上
座

　
　

ニ
て
取
持
候
、
只
々
時
宜
ニ
随
ひ
取
計
方
心
得（

綴
じ
込
み
の
た
め
確
認
不
可
）

奉
行
衆

両
人

〆

当 寺
法 眷

法眷
同
附衆
同
同
同

同
附 衆

同
同

同



一
五
五

　

〇
門
徒
内
ゟ
奉
行
衆
幷
附
衆
取
持
之
事

　
　

嘉
永
元
申
年
ゟ
法
眷
中
相
伴
無〻
相
止
候
ニ
付
、
同
年
ハ〻

〻
〻
院
主
ゟ
当
寺
旦
那
内

　
　

ニ
て
格
式
又
ハ
町
役
等
ゟ
取
持
相
頼
候
事

　
　
　

但
、
右
格
式
町
役
等
旦
那
内
之
も
の
ゟ
取
持
い
た
し
候
儀
ハ
、
已
前
法
眷

中
相
伴
之
節
も
取
持
頼
来
居
候
事

　

〇
薄
縁
寄
進
一
件
之
事

　
　

年
々
両
度
之
御
改
有
之
ニ
付
、
先
住
代〻
曇
龍
代
ニ
も
可
有
之
哉
、
薄
縁
弐
、

三
十
枚
当
寺
ニ
所
持
い
た
し
、
毎
年
御
改
之
節
本
堂
板
檐
之
上
ニ
敷
居
候
て

町
役
幷
助
役
等
右
江
相
居
り
有〻
之〻
来
候
処
、
薄
縁
追
年
相
損
シ
候
、
依
之
当

寺
ゟ
土
居
町
釜
屋
又
平
等
江
申
談
、
薄
縁
町
々
ゟ
寄
進
相
頼
候
得
共
、
其
頃

時
節
不
宜
申
合
難
相
調
ニ
付
又
平
ゟ
薄
縁
当
寺
江
買
求
置
、
大
判
之
当
日
板

椽
江
不　
二

敷
置　
一

候
ハ
ヽ
其
所
江
ハ
難
相
居
ニ
付
、
流
々
之
も
の
ゟ
壱
、
弐
枚

ツ
ヽ
相
求
可
申
旨
被〻
申〻
月
行
司
之
内
心
得
候
仁
と
示
談
之
上
被
含
候
間
、
其

旨
ニ
取
計
候
処
い
つ
れ
も
薄
縁
被
相
求
、
代
銭
ハ
翌
日
当〻
寺〻
又
ハ
大
判
之
当

日
ニ
当
寺
江
相
納
り
候
事
、
此
儀
ハ
先
住
曇
龍
住
職
中
ニ
て
、
則
文
政
八
酉

年
之
事
ニ
候

　
　
「（
挿
入
文
書
）

　
　

■
■

　
　

一
近
年
来
本
堂
薄
へ
り
損
し
候
へ
共
、
時
節
柄
何
分
手
元
ニ
仕
立
難
者
ニ
付

被
仰
合
、
一
統
三
拾
枚
充
り
御
寄
附
可
被
下
候
様
御
頼
申
入
候
、
以
上
」

　

〇
年
行
司
ゟ
奉
行
衆
江
挨
拶
之
始
り

　
　

右
ハ
嘉
永
二
酉
年
九
月
廿
九
日
於
当
寺
秋
改
有
之
、
其
節
ゟ
根〻
元〻
万〻

〻
〻
行
寺
江〻

挨
拶
致
候
、
此
儀
ハ
宗
旨
奉
行
衆
ゟ
根
元
万
行
寺
ハ
改
場
借〻
津
中
ゟ
借
受
候

儀
ニ〻
付〻
ニ
可
有
之
、
仍
て
年
行
司
ゟ
挨
拶
可
有
之
と
内
々
被
申
候
旨
聞
付
ケ

候
ニ
付
、
右
之
通
年
行
司
ゟ
及
挨
拶
候
事
ニ
相
成
候
、
年
行
司
被
申
候
根
元

年
行
司
ゟ
挨
拶
ニ
可
及
儀
ニ
も
候
得
共
、
先
年
已
来
一
切
万
行
寺
へ
御
頼
申

置
候
儀
ニ
可
有
之
間
、
酒
肴
等
年
行
司
ゟ
持
出
候
儀
も
於
御
当
寺
御
仕
廻
ニ

相
成
来
候
と
相
見
候
ト
、
云
云

　
　
　

其
節
宗
旨
奉
行
ハ　
　
　
　
　
何何　
　

野
坂
利
右
衛
門

吉
田
専
右
衛
門

と
存
候

　
　
　

年
行
司　
　
　
　
　
　
　
　
　
何何　
　

伊
藤
久
右
衛
門

嶋
井
善
蔵

と
存
候

　

〇
掃〻

〻
〻
除
代
宿
礼
春
秋
両
度
当
寺
江
送〻

〻
〻
来
之
受
取
候
一
件

　
　

右
は
古
来
当
寺
江
春〻

〻
〻
〻
〻
〻

改
ニ
四
拾
目
、
秋〻

〻
〻
〻
〻
〻

改
ニ
四
拾
目
、
春
秋
両
度
ニ
四
拾
目

　
　

ツ
ヽ
、
合
て
八
拾
目
納
り
来
候
儀
ニ
候
処
、
い
つ
の
頃
ゟ
歟
其
儀
致
中
絶
候

　
　

処
、
十
八
世
龍
城
代
、
去
ル
弘
化
二
巳
年
之
冬
ゟ
右
四
拾
目
納〻
り〻
受
取
方
相

　
　

始
り
、
年〻

〻々
已
後
共
ニ
当
寺
江
受
取
候
事
ニ
相
成
候
、
◯〻

〻
〻
但
し
、
古〻
来〻
被〻
申〻

候〻
ハ〻
い〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

つ
頃
ゟ
ニ
候
哉
、
此〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

方
記
録
ニ
無
之

　
　
　

但
、
古
来
と
申
ハ
い
つ
頃
之
事
ニ
候
哉
、
此
儀
ハ
年
行
司
附
役
惣
代

歟

久〻
敷〻

相
勤
居
候
古
渓
町
松
葉
屋
利
平
と
申
仁
、
年
行
司
之
古〻
記
録
ゟ
見
付
出
し
、

土
居
町
釜
屋
又
平
伝
ひ
ニ
て
当
寺
江
申
入
ニ
付
、
已〻

〻
〻
〻

来
共
ニ
夫
ゟ
已
来
例

年
受
取
候
儀
ニ
相
成
候

　

△
但
、
此
両
度
分
六
銭
八
拾
目
之
銭
ハ
六〻

〻
〻
〻

銭
ニ
て
四
〆
八
百
文
也
、
当〻

〻
〻
〻

時
年
行

　
　

司〻
〻
〻
〻
〻

ゟ
取
替
置
、
追〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

て
ハ
御
町
役
所
ゟ
渡
し
方
御
町
役
所
ゟ
御〻

〻
〻
渡
ニ
年
行
司
へ

御
渡
シ
之
上
、
年
行
司
ゟ
当
寺
江
納
り
候
儀
ニ
付
、
当
寺
ゟ
之
受
取
書
左
之

通
差
出
呉
候
様
利
平
ゟ
申
談
有
之
ニ
付
、
右
巳
冬
已
来
其
旨
ニ
取
計
候
事
、

然〻
ニ〻
右〻
四〻
十〻
目〻
ツ〻
ヽ〻
ハ〻
当〻
時〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ハ
年
行
司
ゟ
取
替
之
上〻
、
此〻
方〻
受〻
取〻
書〻
を〻
以〻
町〻

方〻
江〻

〻
〻
〻
〻
〻

差
出
ニ
相
成〻
、
年〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

行
司
江
受
取
ニ
相
成
候
儀
と
相
聞
へ
候
、
受
取
文
言

如
左

⎝⎛

⎝⎛

⎝⎛



一
五
六

　
　
　

当
何エ
ト年
宗
旨
春秋
御
改

　
　
　

宿
礼
受
取
申
事

　

一
銭
四
拾
目
ハ

　
　
　

何
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
行
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
事
印

　
　
　
　

年
行
司

　
　
　
　
　
　

御
役
所

　
　

但

　
　
　

六
月
と〻
・
十
一
月
両
度
ニ
当
寺
ゟ
取
ニ
遣
候
事

　
　

六
月
ハ
春
改
、
十
一
月
ハ
秋
改
之
分
ニ
候
事

　

○
格
式
町
人
出〻
銅〻
弐
百
文
之
出
銅
半
銀
ニ
相
成
候
一
件

　
　

右
ハ
寛
政
十
三
酉
年
已
来
於〻
当
寺
地
主
銀
上
納
助
成
と
し
て
、
格
式
町
人
ハ

　
　

軒
別
弐
百
文
切
ニ
相
成
候〻
処〻
、
此〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

儀
先
住
曇
龍
代
迄
一
同〻
一
統
承
知
之
上
ニ

　
　

て
出
銅
致
来
候〻
処〻
、
先
住
曇
龍
代
迄
其〻
儀〻
右
旧
例
之
儀
不
被
存
、
折
節
去
ル

　
　

文
政
十
三
寅
春
大
判
前
礒
野
藤
左
衛
門
被
申
候
は
、
根
元
右
弐
百
文
切
立
之

　
　

儀
ハ
先
年
奉
行
衆
来
臨
遅
引
ニ
及
ひ
、
万
行
寺
ゟ
茶
漬
差
出
ニ
相
成
候
間
申

　
　

合
せ
、
謝
儀
と
し
て
弐
百
文
差
出
置
候
処
、
已
後
其
例
を
以
年
々
弐
百
文
切

　
　

立
ニ
相
成
候
、
然
ニ
只
今
程
ハ
為
何
取
持
も
無
之
ニ
付
、
謝
儀
可
差
出
子
細

　
　

無
之
体
ニ
ゟ
、
万
行
寺
を
止
メ
順
正
寺
江
相
詰
候
て
も
可
然
抔
格
式
連
中
申

　
　

居
候
間
、
切
立
ハ
被
相
止
可
然
旨
被
申
談
候
、
又
藤
左
衛
門
曰
、
先
年
惣
右

　
　

衛
門
之
時
火
事
有
之
、
其
節
当
寺
ゟ
茶
漬
差
出
候
、
其
謝
儀
と
し
て
弐
百
文

差
出
候
儀
後
例
ニ
相
成
候
云
云
、
此
二
説
共
ニ
礒
野
氏
の
噂
也
、
依
之
曇
龍

ゟ
先
住
も
此
儀
不
審
と
被
申
置
候
、
又
惣
右
衛
門
と
申
ハ
（
綴
じ
込
み
の
た
め
確
認
不
可
）

て
有

之
、
此
名
ハ
寛
政
十
三
年
之
記
録
ニ
有
之
、
礒
野
之
説
ハ
全
ク
間
違
と
相
聞

候
、
門
徒
楢
崎
次
吉
橋
口
町

住

を
以
礒
野
氏
江
示
談
之
上
、
同
年
寅
春
ゟ
左
之

通
取
持
致
来
候〻
、
右
楢
崎
氏
等
取
持
被
致
呉
候
事
、
但
奉
行
当
寺
江
入
来
迄

之
間
ニ
て
出〻
ス〻
出
し
、
右
之
取
計
ニ
て
年
々
軒
別
弐
百
文
ツ
ヽ
寺
納
有
之
事

　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　

酒　
　

但
シ
、
土
瓶
ニ
入
出
ス

　
　
　

取
肴
弐
種　
　
さ
し
み　
　

少
々

き
う
り
も
み
ノ
類　

破
籠
ニ
入
ル

　
　
　
　
　

手
塩
ハ
柿
の
葉

　
　

天〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

保
六
未
年
ゟ
格
式
相
増
し
、
都〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

合
七
拾
人
計
り
ニ
有
之
候
事
、
年〻

〻
〻
〻

々
右
之

　
　

取〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

計
ニ
て
弐
百
文
ツ
ヽ
寺
納
有
来
居
候

　

△
然
処
天
保
六
未
年
町
家
ゟ
永
納
銀
御
上
江
差
上
、
夫
々
御
礼
式
被
仰
付
候
ニ

付
、
従
来
之
格
式
三
十
人
も
有
之
上
ニ
四
十
人
も
相
増
、
惣
て
七
十
人
計
之

格
式
ニ
相
成
乍
聊
之〻

〻
〻
〻
〻
〻

儀
ニ
候
へ
共
も
、
酒〻

〻
〻
壱
斗
余〻
も〻

〻
〻
〻
〻
〻

入
り
候
ニ
付
酒
出
し
方

口
々
ニ
相
成
料
理
人
も
取
紛
候
、
且
又
嘉〻

〻
〻
〻
〻

永
元
申
年
野
坂
氏
奉
行
ニ
被
相
成

候
、
已
後
宗
旨
方
御〻
改
正
之
砌
ニ
も
候
、
旁
右
弐
百
文
相
止
メ
、
無
酒
ニ
て

如
古
来
茶
・
豆
計
ニ
い
た
し
、
壱
軒
ニ
付
百
文
切
立
ニ
講
中
ゟ
取
計
候
、
已

来
其
格
ニ
相
成
候
事

　
　
　

但
、
寛
政
十
三
年
之
旧
格
当
寺
江
心
得
候
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
、
右
様
礒
野

　
　
　

之
説
を
も
取
用
可
申
儀
ニ
無
之
候
へ
共
、
其
儀
存〻
不
案
内
ニ
付
百
文
ニ
相

　
　
　

成
候
、
乍
去
人
減
之
趣〻
事
故
右
体
相
成
候
儀
不
苦
候
事
、
礒
野
氏
は
当
寺

　
　
　
江
族
縁
有
之
ニ
付
入
魂
を
以
被
申
入
候
事

　

○
奉
行
衆
見〻
送〻
・
迎〻

〻
〻
〻
〻
〻

ひ
変
法
之
事
入
来
之
節
出
迎
不
致
候
事

　
　

古〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

来
ゟ
奉
行
入
来
之
節
ハ
、
右〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

先
住
曇
龍
在
住
中
ニ
も
見
及
不
申
儀〻
〻
〻
ニ
て
右

　
　

ハ
奉
行
衆
追
々
ニ
入
来
ニ
相
成
候
処
、
古
来
ゟ
当
寺
住
持〻
僧
幷
小
僧
迄
も
玄

関
江
出
迎
い
た
し
候
儀
無
之
候
、
先
住
曇
龍
在
住
之
節
も
同
様
之
儀
ニ
候
、



一
五
七

尤
奉
行
ゟ〻

〻
〻
〻
〻
〻

之
小
も
の
ゟ
衆
ハ
案
内
も〻
な
く
直
ニ
座本
堂
ゟ
座
敷
江
歟
吟
味
ノ
コ
ト

敷
江
古
来
ゟ
通
り
被
成
候
、

着
席
之
上
ニ
て
住
僧
見
合
ニ
罷
出
及
挨
拶
、
直
ニ
引
取
候
儀
古
例
ニ
候
事

　
　
　
　

奉
行
両
人　
万
行
寺
―
此
処
ニ
て
挨
拶
候
事

　

○
奉
行
帰
之
節
見
送
方
変
法
之
事

　
　

右
ハ
先〻
〻
〻
住
代
奉
行
帰
之
節
ハ
、
已
前
ゟ
万
行
寺
幷
法
眷
中
ハ
玄
関
式
台
迄
伴

　
　

僧
両
三
人
玄
関
迄
見
送
来
候
得
共
、
嘉
永
元
申
年
御
改
已
来
当
寺
住
僧
ハ
広

　
　

間
第
四

之
間
之
口
敷
居
辺
迄
見
送
り
候〻
事〻
、
伴
僧
中
ハ
玄
関
迄
見
送
候
事
、
同〻
嘉〻

　
　

永〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

二
春
改
已
来
右
玄
関
江
見
送
人〻
手〻

〻
〻
少
く
然
ニ
同
年
ゟ
法
眷
見
送
り
も
無

　
　

之
ニ
付
、
不
都
合
ニ
被
存
候
哉
、
附
衆
三
、
四
人
ゟ
も〻
当
寺
玄
関
迄〻

〻
〻
〻

江
出
方

　
　

有〻
之〻
江
相
待
受
ケ
奉
行
衆
見
送
ニ
相
成
来
り
候
事
、
勿〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

論
嘉
永
元
ゟ
法
眷
中

　

○
年
行
司
町〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

附
役
人
江
酒
差
出
候
一
件
江
酒
差
出
一
件

　
　

右〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ハ
古
来
ハ
不
存
、
先〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

住
代
ニ
も
当
住
見
覚
候
事
ニ
候

　
　

右
ハ
寺
格
録
下
巻
ニ
出
る
、
文
政
十
亥
年
ゟ
古〻
来〻
酒
抔
差
出
来
候
事
、
其
節

　
　

年
行
司
立
石
又
六
・
廣
瀬
兵
右
衛
門
両
人
ニ
候
事
、
尤〻
い〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

つ
の
頃
ゟ
相
始
り

　
　

候〻
〻
〻
〻
〻

哉
不
相
分
、
当
寺
古
来
ゟ
地
主
銀
心
配
被
致
呉
候
挨〻

〻
〻
〻
〻

拶
ニ
候
事
ニ
付
て
之

　
　

事

　
　
　

但
、
奉
行
衆
判
形
見
届
已
前
茶
之
間
之
上
之
間
ニ
お
ゐ
て
出
ス

　
　
　
　

吸
物　
　
　
　
　

お〻
〻
〻

さ
へ
盆　

三〻
〻
〻
ツ
物　

茶〻
漬〻

　
　
　
　

取〻
肴〻　
　

二〻
種〻

　
　
　

押
江

　
　
　
　

三
ツ
盆

　
　
　

な
ら
茶
仕
立

　
　
　
　

御
飯

　
　
　
　
　

但
、
奉
行
衆
之
膳
部
之
通

　
　

膳
部
ハ
古
来
無
之
候
得
共
、
嘉
永
元
申
年
已
来
奉
行
衆
江
挨
拶
有
之
ニ〻
付〻
、

　
　

為〻
相
伴
之
手
筈
可
有
之
と
相
心
得
候
ニ
付
、
嘉
永
三
戌
年
ゟ
相
始
り
候
事
、

　
　

但
同
日
奉
行
衆
江
ハ
挨
拶
の
ミ
ニ
て
御
用
繁
ニ
付
申
・
酉
両
年
も
被
引
取
、

　
　

戌
・
亥
・
子
年
も
同
様
之
儀
ニ
付
夫〻

〻
〻
〻

迄
之
於
茶
之
間
之
上
之
間
ニ
て
膳
部
を

　
　

も
差
出
、
仍
て
住
僧
幷
年〻

〻
〻
行
司
旦
那
内
ゟ
も
両
人
見
合
取
持
ニ
候
、
若
し
奉

　
　

行
江
相
伴
有
之
候
節
ハ
、
於
座
敷
相
伴
可
有
之
儀
ニ
候
事

　
　
　

附
り
、
年
行
司
家
来
江
ハ
古
来
ゟ
酒
を
も
差
出
不
申
候
事

　

○
年
行
司
之
附
役
人
幷
惣
代
江
酒
差
出
候
事

　
　

右
ハ
於
広
間
記
録
取
調
子
、
相
片
付
候
上
差
出
候
事〻
、
嘉
永
元
申
年
ゟ
差
出

来
候
候〻
事〻
、
取
持
ハ
講
中
間
見
合
ニ
相
頼
候
住
僧
ゟ
も
一
往
及　
二

挨
拶　
一

候
事
、

　
　

是
又
当
寺
地
主
銀
上
納
取
立
之
儀
心
配
ニ
付
右
之
都
合
ニ
取
計
候
事

　
　
　
　

吸
物

　
　
　
　

取
肴
弐
種
見
合

　
　
　

〆

　

○〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

奉
行
衆
江
酒
飯
取
計
前
後
之
事

　

○
山
伏
・
座
頭
席〻
出
席
場
之
事

　
　

右
ハ
御
改
之
節
西
余
間
之
下
ニ
て
諸
宗
列
席
有
之
、
右
之
末
席
江
出〻
勤〻
致
着

　
　

席
候〻
来
り
候

　

○
浦〻
裏
ラ
座
敷
ハ
格
式
町
人
ゟ
寄
進
有
之
事

　
　

右〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ハ
天
保
七
年
之
頃
右
ハ
当
寺
先
住
曇
龍
御
本
書
校
合
一
件
ニ
付
格
別
精
勤

有
之
居
候
処
、
公
私
殊
之
外
多
用
之
人
ニ
有〻
之〻
て
校
合
之
懸
合
無
之
、
依
之

天
保
六
年
未
春
旦
那
橋
口
町
楢
崎
次
吉
申
候
ニ
ハ
、
六
百
年
来
無
之
大
切
之



一
五
八

校
合
御
用
御〻
司〻
公
私
之
事
多
く
候
迚
、
不〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

被
相
果
候
儀
ハ
不
被
相
済
出
来

不〻
致〻
儀〻
ハ〻
不
被
相
果
被〻
致〻
遷
化
之〻
儀〻
ハ
ニ
も
相
成
候
て
ハ
御
残
念
之
上
不

被
相
済
儀
、
然
ニ
近
所
ニ
て
別
ニ
家
壱
軒
借
受
校
合
有
之
候
と
も
、
寺
ゟ

公
私
ニ
付
夫
々
伺
之
使
差
出
候
儀
ハ
中
々
不
容
易
儀
ニ
付
次
吉
相
受
持
、

近〻
〻
〻
〻
〻

年
天
保
六
、
七〻
年〻
格
式
町
人
も
相〻
増〻
古
来
三
十
人
計
之
処
、
則
天
保
六
年

ゟ
相
増
都
合
七
十
人
余
ニ
も
相
成
、
宗
旨
御
改
之
節
万
行
座
敷
ニ
も
難
居

合
程
之
人
数
ニ
付
、
右
人
々
江
出
財
申
合
せ
校〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

合
館
播
龍
窟
と
名
付
ケ
浦
（
裏
）

屋
敷
相
立
候
ハ
ヽ
、
寺〻
万
端
致
都
合
候
半
旨
被
申
入〻
談
ニ
付
、
其
旨
先
住

大
ニ
致〻
随〻
喜〻
致
感
喜
次
吉
儀〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

手
厚
心
配
い
た
し
ゟ
格
式
連
中
江
大〻

〻
〻
〻

判
之
節

於〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

当
寺
取
持
等
い
た
し
夫
々
ニ
申
入
候
処
、
一
同
快
く
承
知
有
之
、
出
財
相

調
則
酒〻
裏
ラ
座
敷
相
立
候
事
、
尤〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

次
吉
ハ
造
作
ニ
至
極
工
者〻
成〻
人〻

〻
〻
〻

物
ニ
て
、

御〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

内
只
々
茶
之
間
之
上
之
間
ゟ
直
ニ
裏
座
敷
ニ
置〻

〻
〻
候
様
、
御〻
用〻
之〻
間〻
伝〻
ひ〻
ニ〻

致〻
し〻
、
廊〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

下
を
通
り
右
座
敷
入
込
候
様〻

〻
〻
〻
〻

相
立
候
事
、
翌
天
保
七
年
之
春
御
改

之
節
ハ
格
式
組
江
次
吉
ゟ
酒
肴
等〻
持
出
厚
致〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

心
配
先
住
ゟ
も
一
礼〻
被〻
致〻
置〻
候〻

事〻
取
持
候
事
、
依
之
格
式
町
人
同
所
へ
御
改
之
節
罷
越
候
ニ
ハ
、
已
来
共
ニ

故
障
等
寺
ゟ
申
立
間
敷
候
事

　
　

右
校〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

合
館
一
名
播
龍
窟
と
先
住
曇
龍
被
名
付
候
事
座
敷
を
先
住
播
龍
窟
と
被

　
　

名
付
、
当
住
ハ
校
合
館
と
名
付
置
候
事

　
　

△
附
り
、
於
同
所
井
戸
壱
ツ
有〻
之〻
堀
り
置
候
、
是
も
此〻
其
節
次
吉
心
配
ニ
て

　
　
　

出
来
候
事
、
然
ニ
天
保
六
未
年
其〻
〻
〻
〻

後
同
年
十
月
七
日
瓦
町
江
火
事
有
之
節
、

　
　
　

右
之
井
戸
大〻
〻
〻
働
き
大
ニ
致
用
立
候
間
鎮
火
井
と
当
住
名
付
置
候
事

　
　

△
御〻
校
合
御
用
ハ
先
住
死
後
宗
像
郡
正
蓮
寺
玄
雄
江
被
仰
付
、
成
就
開
板
相

成
候
事

（
巧
）

　
　
　
　
　

御
本
山
ゟ
出〻
て〻
御
渡
被
成
候
小
本
之
御
本
書
、
此
校
合
本
ニ
候
事〻
、

玄
雄
江
ハ
御
一
行
物
右
為
御
賞
誉
相
下
り
候
事

　

○
毛
氈
一
件

　
　

右
ハ
古
来
ハ
不
存
、
先
住
曇
龍
之
代
ニ
も
於
本
堂
毛
氈
壱
枚
相
ひ
ら
き
敷
置

　
　

候
、
然
ニ
秋
山
源
内
宗
旨
奉
行
被
相
勤
候
節
迄
ハ
、
右
毛
氈
を
扇
子
ニ
て
突

　
　

や
り
畳
之
上
ニ
座
し
被
申
候
処〻
ニ
付
、
只
今
野
坂
利
右
衛
門
ニ〻
て〻
も〻
同〻
様〻
ニ〻

　
　

候〻
処〻
右〻
ニ
も
右
秋
山
氏
同
道
ニ
て
出
役
ニ
相
成
候
ニ
付
見
習
ひ
、
秋
山
氏
同

　
　

様
ニ
可
被
仰〻
付〻
取
計
之
処
無
其
儀
、
則
秋
山
氏
退
役
後
、
野
坂
氏
ハ
毛
氈
上

ニ
座
し
判
形
被
見
届
候
間
、
諸
宗
之
内
ニ
も
不
承
知
之
向
有
之
、
右
毛
氈
敷

置
不
申
様
当
寺
江
申
入
候
人
も
有
之
候
へ
共
、
於
当
寺
ハ
古
格
之
儀
ニ
付
例

年
敷
置
候
、
諸
宗
申
候
ニ
ハ
、
第
一
年
始
御
礼
之
節
御
国
主
江〻
も〻
様
ニ
も
毛

　
　

氈
上
ニ
て
御
礼
御
請
無
之
、
宗
旨
奉
行
衆
右
之
次
第
不
承
知
ニ
て
、
根
元
万

行
寺
ゟ
差〻
出〻
毛
氈
差
出
候
儀
ハ
全
ク
大
小
を
被
置
候
た
め
ニ
座
敷
置
可
有
之

処〻
、
源
内
殿
抔
ハ
無
其
儀
処
只
今
宗
旨
役
所
改
革
抔
号
し
万
般
被
取
計
候
、

　
　

奉
行
ニ
ハ
不
似
合
ニ
て
毛
氈
上
ニ
着
座
有
之
候
と〻
て〻
■
旨
ニ
候
事
、
右
野
坂

　
　

ゟ〻
ニ
見
習
ひ
已
後
奉
行
ニ
被
成
候
吉
田
専
右
衛
門
も
同
様
ニ
て（毛
脱
）氈上
着
席

ニ
て
、
判
形
見
届
之
儀
ハ
第
一
独
礼
之
寺
も
有
之
、
一
同
不
承
知
ニ
候
事
、

　
　

於
徳
栄
寺
ハ
右
之
噂
承
り
付
ケ
毛
氈
本〻
堂〻
へ〻
差
出
無
之
、
野
坂
も
其
席
ニ
何

　
　

事
も
不〻
別
条
無
之
、
畳
之
上
ニ
着
席
有
之
候
、
当〻
ゟ〻
徳
栄
当
住
義
圓
被
申
候
、

若
野
坂
ゟ
彼
是
申
候
ハ
ヽ
毛
氈
相
損
シ
居
候
段
答
へ
可
申
之
心
得
置
候
旨
被

申
候
事
、
於
当
寺
も〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

野
坂
退
役
已
後
へ
心
得
可
有
之〻
事〻
は
右
旨
心
得
置
可
申

事

　

○
印
判
・
花
押
一
件



一
五
九

　
　

右
は
■
古
来
寺
内
御
改
帳
江
花
押
相
認
置
、
於〻
本
堂
奉
行
前
ニ
て
ハ
只
印
形

計
り
相
居
置
候
処
、
野〻

〻
〻
〻
〻
〻

坂
利
右
衛
門
ニ〻
て〻

〻
〻
〻

於
役
所　

之〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

法
令
筋
一
切
雑
乱
ニ〻

付〻
秋〻
山〻
源〻
内〻
殿〻
死〻
後〻
専〻
ら〻
自〻
分〻
受〻
持〻
改〻
革〻　

被〻
存〻
立〻
候〻
則〻
秋〻
山〻
源〻
内〻
死〻
後〻
ハ〻

専〻
ら〻
役〻
所〻
取〻
締〻
り〻
改〻
革〻
之〻
心〻
得〻
を〻
以〻
野
坂
利
右
衛
門
ゟ
印
判
・
花
押
共
ニ
見

届
之
節
相
認
候
様
、
触
達
等
ハ
無
之
候
へ
共
被
申
談
候
由
ニ
て
、
当
寺
抔
ハ

不
存
儀
ニ
候
へ
共
、
諸
宗
之
内
右
様
印
判
・
書
判
共
ニ
奉
行
前
ニ
て
相
認
候

仁
も
有
之
ニ
付
、
於
当
寺
も
嘉
永
三
戌
年
当
り
ゟ
印
判
・
花
押
致
候
儀
も
有

之
候
へ
共
、
諸
宗
共
ニ
硯
箱
持
出
候
仁
無
之
ニ
付
印
形
計
り
相
居
候
得〻
共〻
別〻

段〻
咎〻
等〻
無〻
之〻
、
一
様
ニ
ハ
相
成
不
申
候
事
、
野
坂
氏
ハ
秋
山
源
内
死
去
後
専

ら
宗
旨
役
所
へ
古
来

乱
雑
改
革
之
心
得
ニ
て
被
取
計
候
儀
ニ
候
事

　

○
宗
旨
奉
行
家
来
両
人
江
茶
漬
之
上
ニ
て
酒
差
出
候
事

「（
朱
筆
）
認
」

　
　

右
ハ
古
来
ゟ
其
儀
ニ
て
左
之
通
之
事

　
　
　

但
、
奉
行
帰
り
已
前
ニ
於　
二

内
所　
一

玄
関
出
之
取
持
ニ
不
及

　
　
　

但
、
時
宜
見
合
之〻
事〻
ニ
て
取
持
ニ
も
可
及
歟

　
　
　
　
　

覚

　
　
　

一
膳

　
　
　

一
酒　
　

取
肴
見
合　

二
品
計
り

　
　
　

〆

　

○
奉
行
■
饗
応
案
内
事

　
　

右
ハ
手
附
役
両
三
人
相
見
候
節
、
今
日
ハ
如〻
先
例
之
通
麁
酒
御
奉
行
江
差
出

　
　

度
候
間
、
可
然
被
仰
入
度
伴
僧
を
以
申
入
候
事

　

○
本
堂
板
檐
ニ〻
て〻
之
上
真
中
ニ
薄
縁
壱
枚
竪
ニ
敷
置
事

　
　

右〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

は
古
来
ゟ
休
息
等
ゟ
奉
行
衆
本
堂
ゟ
来
り
座
敷
江
被
通
候
歟
ニ
付〻
、
壱〻
枚〻

　
　

敷〻
〻
〻
〻
〻

出
役
之
節

　
　

右
ハ
古
来
順
正
・
妙
静
両
寺
間
江
奉
行
衆
御
改
前
休
息
ニ〻
て〻
、
町〻
役〻
格
式
町

　
　

人
幷
町
役
等
相
揃
候
上
宜
敷
時
分
見
合
、
手
附
衆
之
内
ゟ
奉
行
衆
当
寺
本
堂

　
　
江
出
役
案
内
有
之
、
奉
行
衆
直
様
本
堂
右
薄
縁
之
上
を
通
り
出
席
相
成
ニ
付
、

　
　

板
椽
中
程
ニ
壱
枚
敷
之
、
然
ニ
嘉
永
元
申
年
ゟ
奉
行
衆
両
寺
江
休
息
無
之
、

　
　

直
様
当
寺
江
入
来
有
之
候
間
、
右
薄
縁
不
入
用
ニ
候
へ
共
先
規
之
儘
を
以
已〻

　
　

来〻
〻
〻
共
ニ
敷
置
可〻

〻
〻
申
事
申
候
事

　
　
　

但
、
附
衆
嘉〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

永
元
之
前
年
迄
奉
行
入
来
之
節
本〻
板
檐
迄
出
迎
有
之
居
候
得

　
　
　

共
、
嘉
永
元
ゟ
ハ
其
儀
相
止
ミ
候
哉
と
存
候
、
但
本
堂
ゟ
座
敷
江
被
通
候

　
　
　

ハ
ヽ
矢
張
出〻

〻
〻
迎
ハ
本〻
堂〻
附
衆
ゟ
板
椽
江
附
衆
出
迎
有
之
歟

　

○
当
寺
御
改
之
日
、
混
雑
ニ
付
於
茶
之
間
奥
判
致
候
事

　
　

右
は
古
来
ゟ
右
ニ
て
相
済
来
候

　
　
　

但
、
於
本
堂
出
張
之
上
判
形
致
候
儀
可
為
勿
論
儀
ニ
候
事

　

○
奉
行
衆
於〻
酒
差
出
候
節
座
敷
ニ
て
座
方
一
件

　
　
　
　

本
床　

万〻
〻
〻
行寺

　
　
　
　
　

中
柱

　
　
　
　

袋
棚

　
　

右
中
柱
を
限
り
と
し
て
、
古〻
来〻
秋
山
源
内
・
久
野
甚
平
両
奉
行
ハ
本
床
江
着

　
　

席
遠
慮
ニ
候
処
、
秋
山
・
久
野
退
役
已
後
、
野
坂
利
右
衛
門
殿
在
役
之
内
ゟ

　
　

追
々
と
本
床
之
方
江
寄
り
被
相
居
候
事

　
　
　

但
、
奉
行
之
助
役
も
■
■
候
て
三
人
ニ
相
成
候
節
も
候
ハ
ヽ
、
本
床
江
已

前
被
相
居
候
儀
も
可
有
之
候
、
此〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

事
ハ
已
後
為
念
ニ
記
置〻

〻
〻
〻
〻

迄
ニ
候
事
勿
論



一
六
〇

　
　
　

御
上
之
御
用
ニ
候
へ
ハ
於
当
寺
相
限
候
訳
ニ
ハ
無
之
事

　

○
格
式
町
人
印
形
之
上
座
敷
へ
引
取
方
之
事

　
　

右
ハ
天
保
六
、
七
年
之
頃
ゟ
格
式
町
人
多
人
数
ニ
付
、
楢〻
〻
〻
〻

崎
次
郎
吉〻

〻
〻
〻

工
夫
を

　
　

以〻
血
判
之
節
最
初
そ
り
椽
ゟ
横
堂
ニ〻

〻
〻
出
テ
通
り
ニ
て
奉
行
之〻

〻
〻
前
幷
前
ニ
て
血

　
　

判
致
し
、
相
済
候
得
は
東
横
堂
位
牌
所
之
口
ゟ
入
り
、
後
ロ
堂
通
り
ニ
て
座

　
　

敷
江
引
取
候
得
は
不
致
混
雑
不〻
都〻
合〻
候
事

　
　
　

右〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ハ
紙
屋
次
郎
吉
工
夫
但
、
其
後
之
処
位
ハ
牌
所
き
た
な
く
候
ニ
付
相
止

メ
候
事

　

○
黒
豆
を
奉
行
ニ
出
ス
事

　
　

右
ハ
古
来
格
式
町
人
・
町
役
等
ニ
ハ
一
同
割
子
ニ
入
レ
差
出
来
候
得
共
、
奉

　
　

行
江
茶
菓
子
之
外
差
出
候
事
無
之
、
然
ニ
嘉
永
三
戌
年
野
坂
利
右
衛
門
殿
座

　
　

敷
江
休
と
有
之
節
、
両
大
賀
・
年
行
司
等
江
黒
豆
差
出
候
を
被
見
、
給
仕
人

　
　
江
手
前
江
も
退
寓
ニ
て
差
出
呉
度
と
の
事
ニ
付
年
々
差
出
来
候
事

　

○
菓
子
之
事

　
　

右
ハ
中
古
ゟ
徳
栄
・
光
専
両
寺
於
当
寺
奉
行
之
相
伴
有
之
ニ
付
、
両
寺
ゟ
菓

子
・
酒
等
持
参
ニ
相
成
居〻
〻
〻
候
処
候
間
、
夫
を
以
土
産
ニ
帰
之
節
包〻
杉
原
紙
ニ

包
ミ
、
水
引
ニ
て
く
び
り
、
両
奉
行
家
来
江
相
渡
居
候

　
　
　

但
、
於
近
年
は
両
寺
入
来
相
止
候
間
、
当
寺
ゟ
両
奉
行
分
を
同
様
之
菓
子

　
　
　

弐
ツ
ニ
相
分
ケ
候
様
ニ
い
た
し
、
帰
之
節
当
寺
ゟ
家
来
江
渡
候
事

　

○
奉
行
帰
之
節
玄
関
江
薄
縁
壱
枚
敷
置
候
事

　
　

右
ハ
先
住
曇
龍
代
且
又
当
住
龍
城
代〻
住
職
之
初
迄
廊
下
ゟ
玄
関
迄
敷
居
候
得

　
　

共
、
嘉
永
元
申
年
ゟ
玄
関
計
り
江
壱
枚
敷
之
来
り
候〻
事〻
、
年
々
同
様
ニ
取
計

　
　

候
事

　

○
給
仕
人
ハ
先〻

〻
〻
代
ゟ
古
来
男
女
ニ
候
処
女
計
ニ
相
成
候
事

　
　

右
ハ
已〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

後
ハ
時
宜
ニ
随
ひ
取
計
可
申
事
ニ
候
得
共
、
然〻
ニ〻
天
保
十
四
寅〻
卯
年

　
　

迄
ハ
旦〻
那〻
若
キ
小
供
袴
着
用
ニ
て
奉
行
衆
計〻

〻
〻
〻

り
給
仕
之
給
仕
ニ
差
出
来
候
得

　
　

ハ
女〻

〻
〻
ハ
次
候
得
共
、
翌
年
嘉
永
元
ゟ
女
小
供
計
ニ
取
計
候
事
、
此
儀
根
元
去

ル
文
政
年
中
ゟ
天
保
二
卯
年
迄
ハ
奉
行
衆
ハ
上
之
間
、
附
衆
ハ
次
之
間
ニ
て

別
座
ニ
付
、
男
は
奉
行
衆
、
女
ハ
附
衆
と
（
マ
マ
）次〻
給
仕
と
次
第
相
立
候
へ
共
、
天

保
二
ゟ
一
同
上
之（間
ヵ
）居江
列〻
被
相
居
候〻

〻
〻
〻

ニ
付
処
は
勿
論
、
卯
年
ゟ
已
前
迚
も
酒

之
節
ハ
上
之
間
江
附
衆
も
入
込
ニ
相
成
、
就
て
ハ
女
児
も
給
仕
致
候
節
ハ
、

奉
行
衆
江
も
膳
部
・
酒
等
差
出
候
儀
ニ
て
取〻

〻
〻
〻
〻
〻

分
差
別
無
之
取
分
ケ
無
之
候
、

且
又
男〻
男
之
小
供
袴
ニ
て
給
仕
致
候
て
ハ
不
面
白
ニ
付
、
旁
以
嘉
永
元
申
年

ゟ
相
止
候

　
　
　

但
、
此
事
ハ
時
宜
ニ
随
ひ
可
然
取
計
可
申
事
ニ
候

　

○
奥
判
・
血
判
共
当
寺
ニ
て
一
切
受
持
候
事

　
　

右
ハ
古
来
申
伝
無
之
、
但
丑
二
月
之
願
書
可
考
事

　

○
奉
行
衆
江
饗
応
春〻
改〻
一
件
之
事

　
　

右
■
馳〻
者〻
饗
応
は
古
来
春
御
改
之
節
計
ニ〻

〻
〻
候
処
ニ
て
、
秋
御
改
ニ
ハ
茶
計

り
ニ
て
久
敷
相
済
来
候
、
秋
改
之
節
酒〻
饗
応
筋
之
儀
ハ
其
後
中〻
古〻
格
別
相

後
レ
相
始
候
由
、
已〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ニ
博
多
善
照
寺
隠
居
西
乗
も
其
儀
相
覚〻
〻
〻
〻
〻
〻

候
段
被
申
候
、

尤〻
〻
〻
〻
〻

秋
改
ニ
ハ
奉〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

行
之
下
郡
江
ハ
且
又
下
郡
江
も
秋
御
改
ニ
ハ
茶
計
り
差
出

居
候
事
、
右
ハ
当
所
善
照
寺
隠
居
西
乗
相
覚
候
旨
、
先
住
曇
龍
ゟ
被
申
出
置

候
、
西
乗
は
当
住
ゟ
先
々
住
ニ
相
当
り
、
七
拾
才
計
ニ
て
死
去
有
之
ニ
付
相〻

考
合〻
見
可
申
、
尤
秋
御
改
ニ
饗
応
相
始
り
候
年
月
ハ
不
被
存
候
事
、
今
按
ニ

寛
政
十
三
酉
年
ゟ
壱〻

〻
〻
〻

人
ニ
付
弐
文
切
ニ
相
成
候
得
は
其
頃
ゟ
相
始
り
候
哉



一
六
一

　

○
往
古
ハ
精
進
料
理
ニ
有
之
候
事

　
　

右
ハ
往
古
ハ
多
分
廿
七
、
八
両
日
之〻
ニ
御
改
有
之
ニ
付
精
進
物
ニ
候
、
然
処

　
　
「（
朱
筆
）
其
節
納
所
致
候
」表
粕
屋
郡
奈（名
子
）古村
覚
應
寺
隠
居
古
道
と
申
僧
奉
行
所
江
罷

　
　

出
断
り
申
入
、
魚
肉
ニ
相
成
候
由
ニ
候
事　

　
　
　

但
、
一
説
ニ
ハ
此
方
ゟ
奉
行
衆
江
挨
拶
ニ
、
日
柄
ニ
て
魚
類
も
不
差
出
、

　
　
　

不
都
合
之
由
申
入
候
処
、
奉
行
ゟ
日
柄
と
申
ハ
如
何
と
尋
有
之
ニ
付
、
祖

　
　
　

師
忌
日
之
旨
申
候
処
、
奉
行
ゟ
左
候
ハ
ヽ
来
年
ゟ
此
両
日
之
前
後
ニ
可
致

　
　
　

と
て
、
只
今
ハ
多
分
廿
五
、
六
日
又
ハ
廿
九
日
ニ
相
成
候
由
ニ
候
事
、
近

　
　
　

年
野
坂
氏
在
役
中
ニ
ハ
精
進
日
ニ
も
被
致
候
事
有
之

　

○
寺〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

社
別
分
レ
町
役
所
ニ
相
成
候
事

　

○
当
寺
本
堂
年
行
司
ゟ
借
受
一
件

　
　
　

左
之
次
第
寺
格
録
ニ
相
見
候
得
共
、
省
略
し
て
此
処
ニ
認
候
事

　
　

右
は
文
政
五
午
年
四
月
廿
三
日
、
年
行
司
又
六
当
寺
へ
入
来
ニ
て
被
申
入
候

　
　

ハ
、
今
年
も
例
之
通
宗
旨
大
判
ニ
付
御
座
敷
御
貸
し
被
下
度
旨
ニ
付
、
先
住

　
　

曇
龍
ゟ
承
知
之
旨
被
相
答
置
候
事
、
○
右
一〻
件〻
貸
受
之
事
古
来
無
之
儀
ニ
候

　
　

へ
共
、
当〻
午
年
は
寺
社
御〻

〻
〻
〻
〻

町
両
役
所
町
御
引
除
キ
ニ
相
成
候
間
、
年
行
司
両

人
江
被〻
仰〻
付〻
一
往
万
行
寺
へ
懸
合
申
候
様
被
申
付
候
ニ
付
罷
出
申
入
候
旨〻
ニ〻

候〻
事〻
尤〻
、
尤
御
承
知
之
旨
御
返
答
之
上
ハ
年
行
司
ゟ
御
役
所
江
罷
出
其
段
可

　
　

申
上
候
、
其〻
〻
〻
〻

上
を
以
左
候
ハ
ヽ
早
速
町
方
ゟ
寺
社
方
江
懸
合
ニ
相
成
、
寺
社

　
　

ゟ
万
行
寺
江
被
達
趣
ニ
候
候〻

〻
〻
〻
〻
〻

段
申
入
有
之
、
且
又
当
春
ハ
寺
社
ゟ
被〻

〻
〻
達
候
被

　
　

達
候
へ
共
達〻

〻
〻
〻
〻
〻

方
有
之
候
共
、
秋
御
改
ゟ
も
町
役
所
ゟ
御
当
寺
江
懸
合
ニ
可
相

　
　

成
様
子
ニ
候
段
申
入
有
之
、
然
ニ「（
以
下
傍
線
に
て
全
体
抹
消
）

右
ニ
付
当
寺
ゟ
町
方
ゟ
御
掛
合
相
成
候

　
　

儀
ハ
先
例
無
之
間
、
一
往
寺
社
方
江
申
出
度
段
申
候
処
又
六
ゟ
強
て
被
差
留
、

　
　

其
訳
ハ
若
シ
寺
社
役
所
ゟ
夫
ハ
違
例
之
事
抔
あ
り
て
、
両
役
所
懸
合
ニ
相
成

　
　

候
て
ハ
恐
入
次
第
ニ
候
■
之〻

〻
〻
〻
〻

間
何
分
右
ニ
付
、
左
様
ニ
思
召
候
ハ
ヽ
又
六
ゟ

　
　

其
宛
り
一
向
御
噂〻
咄
し
不
致〻
申
儀
ニ
被
成
下
度
と
の
事
ニ〻
付〻
、
勿
論
秋
ゟ
懸

合
之
儀
ハ
拙
者
御
内
話
申
上
迄
に
候
段
被
申
ニ
付
、
当
寺
ゟ
左
候
ハ
ヽ
相
分

り
候
儀
ニ
付
、
如
何
様
共
御
計
可
被
下
旨
申
入
置
候
処
」翌
文
政
六
未
年
秋

ゟ
ハ
寺
社
・
町
兼
帯
之
奉
行
ニ
相
成
候
ニ
付
子
細
無
之
儀
ニ
候
事

　
　
　

但
、
其
節
之
奉
行
松
山
利
右
衛
門
と〻

〻
〻
〻
〻
〻

申
候
殿
ニ
候
殿
ニ
候
事

　
　

「（
以
下
傍
線
に
て
全
体
抹
消
）

利〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

右
衛
門
殿
右
松
山
殿
之
節
ハ
、
近〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

来
之
例
と
違
ひ
一
往
達〻
当
寺
江
懸
合

　
　
　

之
上
日
限
相
定
り
、
又
々
受
持
方
申
来
候
事

　
　
　
　

近
来
ハ
只
一
度
計
り
達
有
之
旨
ニ
候
段
、
文
政
六
未
年
曇
龍
被
書
送
候

　
　
　
　

事
」

　
　

且
又
同
年
秋
改
之
節
ハ
町
方
ゟ
引
合
有
之
哉
否
哉
ハ
、
先
住
書
送
ニ
不
相
見

　
　

候
事

　

○
徳
栄
・
光
専
両
寺
奉
行
相
伴
相
止
候
一
件

　
　

寺
格
録
下
巻
之
儘
を
写
ス
ヘ
し

　

○
当〻
奉
行
衆
江
饗
応
変〻

〻
〻
〻

法
之
事
献
立
之
事
幷
時
変
之
事

　

○
文〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

政
九
戌
年
五
月
認
候
年
中
行
事
曰

　
　

年
中
行
事
曰　

文
政
九
年
戌
年
作

　
　

「（
以
下
傍
線
に
て
全
体
抹
消
）

秋
改
之　

　
　
　
　
　

献
立

　
　
　
　
　

煙
草
盆

　
　
　
　
　

茶

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
人
分　

壱
台

　
　
　
　
　

干
菓
子



一
六
二

　
　
　
　
　

盃

　
　
　
　
　
　
　

吸
物

　
　
　
　
　

押
へ

　
　
　
　
　

に
う
め
ん

　
　
　
　
　
　
　

蓋
茶
わ
ん

　
　
　
　
　

三
ツ
物

　
　
　
　
　
　
　

糸
目

　
　
　
　
　

三
ツ
物

　
　
　
　
　
　
　

吸
物

　
　
　
　
　

奈
良
茶
仕
立

　
　
　
　
　
　

小
皿
香
の
物

　
　
　
　
　
　
　
　

汁
澄
し

　
　
　
　
　

濃コク
し
や
う

　
　
　
　
　
　

平

　
　
　
　
　
　
　

名
付

　
　
　
　
　
　
　
　

飯
見
全

　
　
　

右
上
通
奉
行
両
人

　
　
　
　
　
　
　

附
役
八
人

　
　
　
　
　
　
　

相
伴
三
、
四
人

　
　
　
　
　

外
ニ
家
頼
四
人

　
　
　
　
　
　
　

茶
漬
」

　
　
　
　
　
　

平　

香
物　

め
し

　
　
　
　
　
　
　
　

取
肴　

酒

　
　
　
　
　
　

〆

　
　

春
改
献
立
左
之
通

　
　
　
　
　

⎜
⎜

　
　
　
　
　

⎜
⎜

　
　
　
　
　

⎜
⎜

　
　

但
、
秋
改
ニ
ハ
此
内
ニ
て
す
し
・
糸
目
・
鉢
、
三
品
略
し
候
計
り

　

△
右
之
通
ニ
て
前
来
料〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

理
ニ
相
成
居
候
所
及
饗
応
候
処
、
文
政
九〻
十
一
子
秋〻
改〻

　
　

ゟ〻
〻
〻
其
節
年
先
住
御〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

本
山
御
用
ニ
付
在
京
ニ〻
付〻
歟〻
ニ〻
付〻
、
四
ヶ
年
在
京
也
、
其

　
　

節
納
所
古
屋
幸
吉
と
申
も
の
自
己
之
計
を
以
飯
前
酒
後
ニ
取
計
、
且
又
当
馳

　
　

走
之〻
品〻
も〻
酢
子
を〻

〻
〻
〻
〻

止
メ
其
外
幷
ニ
差
身
・
糸
目
を
止
メ
、
三
ツ
盆
も
上
下
壱〻
、

　
　

弐〻
種〻
致〻
減〻
少〻
候〻
儀〻
再〻
三〻
ニ〻
及〻
候〻
間〻
文〻
政〻
十〻
三〻
寅〻
秋〻
弐
通
り
ハ
相
止
候
由〻

〻
〻
ニ
付
、

　
　

其
儀
再
三
ニ
及
候
間
、
則
文
政
十
三
寅
秋
奉
行
衆
幷
附
役
人
不
足
被
申
候
ニ

　
　

ハ
、
判
席
ハ
万
行
寺
ニ
不
相
限
抔
申
事
候〻
由〻
、
則
福
岡
妙
泉
寺
隠〻
居〻
輭
暢
ゟ

　
　

覚
永
寺
住
持
恵
棟
伝
ひ
ニ
て
申
来
、
妙
泉
寺
ハ
宗
旨
方
江
御
用
ニ
付
出
方
之

節
噂
ニ
て
、
則
秋
山
源
内
殿
・
根
本
源
大
夫
殿
も
咄
被
致
居〻

〻
〻
〻
〻

由
ニ
申
出
候〻
旨

ニ
候
、
依〻
之〻
其
頃
ハ
天〻

〻
〻
〻
〻

保
十
三
年
即
（
則
）文
政
十
三
年
也
、
幸
吉
引
取
常
照
と
申

僧
納
所
相
勤
候
処
、
講
中
江
示
談
も
無
之
、
住
職
祝
ひ
同
様
之
事
ニ
て
至
極

丁
寧
之
饗
応
ニ
及
候
、
右〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

天
保
元
寅
年
即
文
政
十
三
年
同
年
寅
年〻
冬
即
天
保

元
年
十
月
三
十
日
、
先
住
帰
国
之〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

上
右
之
取
計
被
承
ニ
て
右〻

〻
〻
ハ
甚
不
取
計
之

段
急
度
被
相
示
、
畢
竟
先
例
を
崩
し
候〻

〻
〻
へ
ハ
向
後
如
先〻
年〻
古
来
酒
前
飯
後
ニ

い
た
し
、
米
穀〻
・
野〻
菜〻
・
酒〻
〻
〻
〻

肴
等
之
価
等
之
高
下
ニ
不
拘
、
先
例
通
り
取
計

候
様
急〻
度〻
被〻

〻
〻
〻

申
置
候
被
申
付
候
事
△〻

〻
〻
然
処
其〻

〻
〻
已
後
ニ
付
已
来
其
取
計
ニ
及
候

　

△
然
処
嘉
永
元
申
春〻
秋
御
改
ゟ
酒〻
前〻
飯
前
酒
後
ニ
取
計
来
候〻
、
右〻
ハ〻
奉〻
行〻
野〻

坂〻
氏〻
い〻
つ〻
方〻
も〻
新〻
大〻
工〻

町〻
住〻

毎〻
時〻
帰〻
り〻
急〻
ニ〻
も〻
候〻
間〻
講〻
中〻
申〻
合〻
ゟ〻
申〻
出〻
候〻
ニ〻
付〻

無〻
拠〻
取〻
計〻
ニ〻
及〻
候〻
此
儀
先
住
之
申
置
ニ
相
背
候
間
、
当
住
段
々
及〻
相
断
候

へ
共
講〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻

中
甚
不
帰
服
ニ
付〻
、
左〻

〻
〻
〻

様
候
ハ
ヽ〻
万〻

〻
〻
〻

事
世
話
引〻
退〻
可〻
申〻
抔〻
申〻
事〻
ニ〻



一
六
三

付〻
、
無
拠
次
第
有
之
講
中
江
相
任
置
候
、
先〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

ツ
其
計
ニ
致
置
候
併
料
理
向
ハ

古
来
之
通
ニ
候
事

　

○
判
場
受
持
方
年
々
寺
社
方
ゟ
前
以
掛
合
ニ
相
成
、
当
寺
ゟ
承
知
之
返
答
致
候

　
　

へ
ハ
宗
旨
方
江
引
合
有
之
、
其
上
ニ
て
宗
旨
方
ゟ
触
書
諸
宗
一
同
ニ
被
相
達

　
　

候
、
但
し
其
節
ニ
奉
行
衆
之
心
得
ニ
て
最
初
掛
合
之
上
返
答
を
取
、
其
上
日

　
　

限
相
究
り
候
へ
は
又
々
相
改
、
寺
社
奉
行
衆
ゟ
達
方
も
有
之
事
ニ
も
候
、
則

　
　

文
政
六
年
未
年
松
山
利
右
衛
門
殿
之
節
ハ
、
右
之
通
両
度
懸
合
来
候
旨
先
住

書
送
り
有
之
、
右〻
ハ〻
別〻
段〻
寺〻
格〻
ニ〻
相〻
拘〻
候〻
儀〻
ニ〻
て〻
無〻
之〻
、
時〻
宜〻
ニ〻
相〻
随〻
ひ〻
可〻

申〻
事〻

　

○
宗
旨
奉
行
衆
本
堂
へ
着
席
之
上
直
ニ
烟
草
盆
弐
面
、
茶
差
出
給〻
仕〻
人〻

〻
〻
〻

袴
着
用

　
　

若〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

衆
両
人
ニ
て
給
仕
之
来
候
儀
相
止
候
事

　
　

右
ハ
文
政
九〻

〻
〻
〻
〻

年
頃
ゟ
已
年
中
ゟ
致
来
候
儀
と
相
見
候
処
、
野
坂
氏
在
役
中
此〻

　
　

儀〻
右〻
本
堂
ニ〻

〻
〻
〻
〻
〻

て
之
儀
給
仕
御
用
席
江
給
仕
人
出
入
候
て
ハ
不
相
済
ニ
付
、
被

　
　

差
留
候
ゟ
相
止
メ
候
事

　

○
茶
代
取
立
方
之
事

　
　

右
ハ
両
大
賀
幷
年
行
司
ハ
取
立
不
申
、
但
シ
格
式
連
名
之
処
江
当
寺
ゟ
点
ヲ

　
　

掛
ケ
、
余
之
格
式
江
茶
代
取
ニ
遣
候
段
、
文
政
九
年
之
納〻
所〻
書〻

〻
〻
取
ニ
相
改
候

年
中
行
事
ニ
有
之
ニ
付
、
已
来
其
旨
ニ
例
年
及
取
計
候
事
但
、
右
年
中
行
事
ハ

納
所
幸
吉
書
立
ル

　
　

△
然
ニ
両
大
賀
ハ
、
寛
政
十
三
酉
春
ニ
も
弐
百
文
切
り
之
連〻
〻
〻
名
ニ
有〻
之〻
其〻
年〻

廻〻
章〻
ニ〻
ハ〻
廻
章
ニ
も
有
之
候
ニ
付
此
儀
不
宜
、
当
寺
記
録
不
調
子
ニ
付
如

此
、
其
節
年
行
司
伊
藤
惣
右
衛
門
・
井
上
鉄
次
ハ
右
廻
章
ニ
無
之
ニ
付
、

　
　
　

此
分
取
ニ
不
遣
儀
当
然
ニ〻
ハ〻
之
理
前
ニ
候

　

○
本
堂
構
置
之
事

　
　

年
中
行
事
之
通
り
相
写
事

　

○
光
専
寺
江
奉
行
相
伴
申
遣
候
事

　
　

天
保
七
丙
申
五
月
廿
日
之〻
事〻
御
改
之
節
申
遣
候
、
右
ハ
昨
十
九
日
当〻

〻
〻
〻

寺
江
奉

　
　

行〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

相
伴
之
儀
昨
十
九
日
於
同
寺
宗
旨
判
改
有
之
候
節
、
同
寺
ゟ
当
寺
へ
相
伴

　
　

致
呉
候
様
申
来
ニ
付
、
当
寺
ゟ
も
相
伴
申
遣
候
事
、
右
ハ
先
住
曇
龍
代
ゟ
相

　
　

止
ミ
来
候
得
共
、
同
年
春
十
八
世
龍
城
江
光
専
寺
義
謙
之
娘
は
つ
女
入
縁
ニ

　
　

付
如
此
ニ
相
成
候
事
、
但
し
同
寺
も
壱
、
両
度
相
見
、
相
伴
已
後
ハ
案
内
申

　
　

入
候
へ
共
入
来
無
之
、
其
後
異
体
之
様
子
ニ
被
相
成
、
寺
社
方
江
届
囲
ひ
寺

　
　

内
江
相
構
候
、
已
後
ハ
尚〻
又〻
勿
論
入
来
無
之
候
事

　

○
奉
行
衆
之
間
江
附
衆
八
人
同
間
之
儀
、
秋
山
殿
不
承
知
之
事

　
　

右
ハ
天
保
七
申
年
五
月
廿
日
於
当
寺
御
改
有
之
、
其
節
ハ
天
保
弐
年
ゟ
相
始

　
　

り
候
同
間
之
事
故
、
今
年
も
同
様
ニ
相
心
得
当
寺
ゟ
吸
物
膳
附
衆
之
分
七
人

　
　

差
出
候
処
、
源
内
殿
被
申
ニ
ハ
又
相
伴
歟
と
、
右
ニ
付
附
衆
上
之
間
江
通
り

　
　

か
た
く
相
見
候
、
其
節
光
専
寺
ゟ
光
圓
寺
を
以
奉
行
江
被〻

〻
〻
〻

申
入
候
何
卒
御
同

　
　

間
相
願
候
処
、
被
申
入
候
処
秋
内
殿
返
答
ニ
、
御
礼
席
貴
寺
方
江
無
礼
之
面

　
　

々
同
間
不
相
叶
旨
、
其
後
酒
半
ニ
至
追
々
相
乱
れ
候
ニ
付
、
漸
く
乱〻
手
附
之　

　
　

衆
上
之
間
江
被
通
候
処
、
源
内
殿
甚
■
不
機
嫌
之
模
様
ニ
候
得
共
別
段
如
在

　
　

ハ
不
被
申
候

　
　

然
ニ
右
之
通
今
日
於
万
行
寺
又
相
伴
歟
と
被
申
候
儀
ハ
、
昨
日
光
専
寺
ニ
て

　
　

役
之
節
附
衆
も
奉
行
衆
同
間
ニ
候
処
、
源
内
殿
ゟ
附（衆
脱
）抔ハ
如
何
相
心
得
候
哉
、

　
　

無
礼
之
面
々
御
礼
式
之
寺
江〻
■
と
同
間
ハ
不
相
成
と
の
事
ニ
て
、
頭
取
濱
地

信
八
も
被
恐
入
、
附
役
之
面
々
被
相
示
候
由
ニ
候
、
依
之
今
日
吸
物
膳
差
出

候
処
、
又
相
伴
歟
と
被
申
候
趣
ニ
相
聞
候
事



一
六
四

　

○
宗
旨
帳
壱
冊
於
当
寺
は
天
明
四
申
年
ゟ
寺
社
方
江
相
納
候〻

〻
〻
〻

始
り
之
来
り
候
事

　
　

右〻
ハ〻
触〻
状〻
等〻
ニ〻
御〻
触〻
達〻
も〻
可〻
有〻
之〻
歟〻
ニ〻
候〻
へ〻
共〻
、
左〻
之〻
旨〻
書〻
送〻
有〻
之〻
候〻
へ〻
ハ〻

　
　

此〻
年〻
ゟ〻
寺〻
社〻
江〻
も〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

宗
旨
帳
相
納
メ
来
候
儀
被
相
聞
へ
候
事

　
　
　

但
、
此
書
付
只
壱
枚
反
古
中
ゟ
見
出
候
事

　
　

写

　
　
　

天
明
九
年
酉
春
三
月
御
改
無
出
入
前
年
之
通
ニ
て
相
済
候
事

　
　
　

仕
立
様
出
入
帳
弐
冊

　
　
　
　
　
　

宗
旨
帳
弐
冊

　
　
　
　

都
合
四
冊

　
　
　

委
細
之
事
ハ
寛
政
二
年
之
出
入
、
帳
控
ニ
相
印
し
置
候
事

　
　
　

仕
立
様
例
年
之
通
人
高
目
録
共
ニ
帳
面
数
四
冊
、
是
迄
ハ
出
入
帳
弐
冊
、

　
　
　

宗
旨
帳
壱
冊
、
都
合
三
冊
ニ
候
へ
共
、
去
年
寺
社
方
ゟ
諸
宗
共
ニ
宗
旨
帳

　
　
　

面
も
納
り
候
ニ
付
、
万
行
寺
江
も
右
同
様
相
納
可
申
由
申
来
候
ニ
付
、
去

　
　
　

ル
申
年
ゟ
宗
旨
帳
も
相
納
来
候
、
右
ニ
付
帳
面
数
四
冊
ニ
相
成
候
事

　
　
　

天
明
九
年
帳
面
之
内
、
十
月
朔
日
正
清
坊
守
往
生
」
文

　

○
寺
内
帳
古
来
ゟ
当
寺
ニ
有
之
候
事
、
享
保
二
十
一
丙
辰
則
元
文
元
年
之
此
帳

　
　

之
内
二
月
十
四
日
之
下
ニ
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
（
や
し
ま　

よ
し
ゆ
き
：
人
間
文
化
研
究
所　

客
員
研
究
員
）



八

嶋

義

之

博
多
萬
行
寺
所
蔵
「
寺
要
録
」
翻
刻
（
二
）

第
三
十
一
号

二
〇
二
〇
年

人
間
文
化
研
究
所
年
報

筑
紫
女
学
園
大
学


